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ご あ い さ つ

本市の障害者福祉施策は、平成１９年３月に

甲州市障害者総合計画（障害者基本法に定める

市町村障害者計画及び障害者自立支援法に定め

る障害福祉計画）に基づき、市民の皆様のご理

解とご協力により順調に増進しておりますこと

に、感謝を申し上げます。

この間、我が国は障害者の権利と尊厳を保護

し、さらに促進する観点から、平成２３年の障

害者基本法の改正及び障害者虐待防止法(障害

者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律)の制定、平成２４年の障害者総合

支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律）及び障害者

優先調達推進法（国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に

関する法律）の制定、平成２５年の障害者差別解消法（障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律）及び成年被後見人の選挙権の回復等のための公職

選挙法等の一部を改正する法律が制定され、このような国内法の整備を進めた

上で、平成２６年には、障害者権利条約を批准しました。

このような社会の変化に的確に対応するため、これまでの計画の見直しを行

い、このたび、第２次甲州市障害者総合計画を策定しました。この計画は、障

害を持つ人の人格と個性が尊重され、障害者自身が主体性と自立性を発揮しな

がら積極的に社会参加し、自分の潜在能力及び適性を十分に発揮でき、社会の

一構成員として障害のない人と分け隔てられることなく、地域の中で共に育ち、

学び、生活し、働き、活動できる社会の実現を目指し、『障害のある人と共に歩

み、安心して暮らせるまち、甲州』を基本理念としています。

また、この計画の推進は、市民や地域と行政の協働なくしては実現できませ

ん。今後も、市民の皆様をはじめ、地域の関係者の皆様のご理解とご協力をお

願い申し上げます。

終わりに、本計画の策定に際しまして、貴重なご意見やご提言をいただきま

した甲州市障害者自立支援協議会の委員の皆様をはじめ、お力添えをいただき

ました方々に厚くお礼申し上げます。

平成２７年２月

甲州市長 田 辺 篤
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はじめに 

甲州市では、合併前の旧塩山市・勝沼町・大和村において策定された障害者福祉計画注 1 

を踏襲し、平成１９年３月に、甲州市障害者総合計画（以下「第１次総合計画」という。）

を策定しました。 

第１次総合計画においては、地域社会全体で障害のある方を支えると共に、障害のある方

自身も地域社会に貢献する機会を持つために、「障害のある人と共に歩み、安心して暮らせ

るまち、甲州」を理念に掲げ、各分野において着実な取組を進めてきました。 

この間、我が国は障害者の権利及び尊厳を保護及び促進する観点から、平成１９年に障害

者権利条約に署名し、平成２３年の障害者基本法の改正、障害者虐待防止法(障害者虐待の

防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)の制定、平成２４年の、障害者総合支

援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律）、障害者優先調達推進法（国

等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律）の制定、平成２５年 

には、障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）、成年被後見

人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が制定され、このような国

内法の整備を進めた上で、平成２６年には、障害者権利条約を批准しました。 

平成２７年からの次期総合計画においては、このような法制度の整備を踏まえた施策の基

本的方向を定める必要がありますが、平成２７年の介護保険法の改正、平成２８年には改正

障害者総合支援法、改正障害者雇用促進法、改正精神保健福祉法の施行、障害者差別解消法

の施行、さらに平成３０年には改正障害者雇用促進法の施行が控えており、こうした法制度

の整備を踏まえ、さらなる施策の充実が必要となります。 

第２次総合計画は、このような長期的な展望を視野に入れつつ、甲州市が講ずる障害者の

ための施策の最も基本的な計画として策定します。 

甲州市の現状 

甲州市の障害者手帳の交付を受けている市民は、平成２６年４月１日現在で、１，９５０

人です。これは、人口（平成２６年４月１日現在、３３，９５３人）の５．７４％となり、

約２０人に１人が障害者手帳を所持していることになります。障害としては、身体障害者手

帳の交付が最も多く、１，４９７人、療育手帳注２２２６人、精神保健福祉手帳２２７人と

なっています。年齢としては、６５才以上が１，１８３人と、全体の６０．６％を占めてお

り、人口に対する高齢者の割合を示す高齢化率３０．７２％よりも高くなっています。 

平成１７年と比較すると、身体障害者手帳の交付数は０．７％の減、療育手帳は３９．５％ 

の増、精神保健福祉手帳は４１．９％の増となっています。障害者基本法では、障害者を「身

体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」

と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生

活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」（第２条）と定義しており、難病患者や障

害者手帳の交付を受けていない方等であっても、障害者としてみなされる場合もあるため、
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実際の障害者数は、これよりも多いと推測されます。 

障害者施策の対象は、障害者本人のみならず、障害者の家族、養護者、雇用主等も含まれ

るため、障害者施策は、市民にとって身近なものであると言えます。 

甲州市障害者自立支援協議会における検討 

第１次総合計画の期間の満了を迎えるに当たり、甲州市障害者自立支援協議会においては、

以上のような国の動向、これまでの甲州市の取組の進展等を踏まえ、平成２６年７月以降、

新たな障害者総合計画に関する調査審議を行ってきました。これを受け、市においては、甲

州市障害者自立支援協議会の意見に示された考え方を踏まえて第２次甲州市障害者総合計

画（以下「第 2 次総合計画」という。）の原案を作成し、平成２７年２月３日原案に対する

甲州市障害者自立支援協議会の意見の聴取を行いました。 

第２次総合計画の策定 

市は、甲州市障害者自立支援協議会の意見及びパブリックコメントにおいて寄せられた意

見を踏まえ、次のとおり、第２次総合計画を策定し、障害の有無にかかわらず、市民誰もが

相互に人格と個性を尊重し支え合う地域社会の実現に向け、障害者の自立と社会参加の支援

等のための施策の一層の推進を図るものとします。 

注１ 平成８年３月策定 『塩山市障害者福祉計画～共につくる心かようまち・塩山～』 

平成７年３月策定 『勝沼町障害者福祉計画』

平成８年９月策定 『大和村障害者福祉計画～愛とふれあいの地域づくりをめざして～』

注２ 療育手帳は、知的障害者に対し山梨県知事が交付する手帳です。 
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Ⅰ 第 2 次総合計画について 

１．障害者総合計画の位置付け 

本計画は、障害者基本法第１１条第３項に基づく「市町村障害者計画」と障害者総合支援

法第８８条に定める「市町村障害福祉計画」であり、市が取り組むべき今後の障害者施策の

基本的方向を定めた総合的な計画として、と同時に、市民、関係企業、各種団体等が自主的

かつ積極的な活動を行うための指針となるものです。なお、「市町村障害者計画」の部分は、

国障害者基本計画及び県障害者計画を基本として策定されます。 

２．障害者総合計画の対象期間 

「障害者計画部分」は、より長期的な展望を視野に入れつつ、平成２７年度から平成３２

年度までの６年間を対象とします。「障害福祉計画（第４期）」部分は、国の指針に基づき、

平成２７年度から平成２９年度までの３年間を対象とします。 

障害者計画部分 平成２７年度から平成３２年度まで（６年間）

障害福祉計画（第４期）部分 平成２７年度から平成２９年度まで（３年間）

３．第 2 次総合計画の構成について 

第 2 次総合計画は、この「Ⅰ 第 2 次総合計画について」、「Ⅱ 基本的な考え方」、「Ⅲ 

分野別施策の基本的方向」、「Ⅳ 障害福祉計画（第４期）」、「Ⅴ 推進体制」で構成されま

す。 

「Ⅱ 基本的な考え方」では、第２次総合計画全体の「基本理念」及び「基本原則」を示

すとともに、「各分野に共通する横断的視点」を示しています。 

「Ⅲ 分野別施策の基本的方向」では、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策 

を１０分野に整理し、それぞれの分野について第２次総合計画の対象期間に市が講ずる施策

の基本的な方向を示しています。 

「Ⅳ 障害福祉計画」では、国の指針に基づき、成果目標を定め、障害福祉サービス、地

域生活支援等の活動指標をそれぞれ定めています。 

「Ⅴ 推進体制」では、これらの取組を総合的かつ計画的に推進するための体制を示して

います。 
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Ⅱ 基本的な考え方 

１．基本理念 

障害者施策は、障害者基本法第１条に規定されるように、全ての国民が、障害の有無によ 

って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を

目指して講じられる必要があります。 

この第 2 次総合計画では、このような社会の実現に向け、地域社会全体で障害のある方

を支えると共に、障害のある方が自らの能力を最大限発揮し、自身も地域社会に貢献し、自

己実現できるよう支援し、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁
注３を除去するため、本計画の理念を次のように定め、様々な施策の推進を図っていきます。 

障害のある人と共に歩み、安心して暮らせるまち、甲州 

２．基本原則 

本計画の理念を実現するため、３つの基本原則にのっとり、全ての障害者施策を総合的か

つ計画的に実施します。 

（１）地域社会における共生 

①全ての障害者は、地域社会を構成する一員として、あらゆる分野の活動に参加する機

会が確保できること。 

②全ての障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保さ

れ、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 

③全ての障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段

についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段につ

いての選択の機会の拡大が図られること。 

（２）差別の禁止 

①障害者の活動を制限し、社会への参加を制約する、障害を理由とする差別その他の権

利利益を侵害する行為が禁止されなければならないこと。 

②障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁の除去の実施につい

て合理的配慮がなされなければならないこと。 

③女性の障害者や障害を持つ子ども（障害児）は、障害に加えて、更に複合的な困難な

状況に置かれている場合があることを踏まえ、支援を行うこと。 

（３）総合的な支援 

①障害者が日常生活又は社会生活で直面する困難に着目して総合的な支援が講じられ

る必要があること。 

②障害者が必要なときに必要な場所で適切な支援を受けられるよう、各分野が必要な連

携を行うこと。 
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③障害者が人生における全段階を通じて適切な支援を受けられるよう、教育、福祉、医

療、雇用等の各分野の有機的な連携の下、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援

を行うこと。 

３．各分野に共通する横断的視点 

（１）自ら選び、決める視点（障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援） 

障害者を施策の客体ではなく、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会に 

参加する主体としてとらえ、障害者施策の策定及び実施に当たっては、障害者及び障害

者の家族等の関係者の意見を聴き、その意見を尊重します。 

（２）地域全体で取り組む視点（アクセシビリティ※４の向上） 

障害者の地域社会への参加を実質的なものとし、障害の有無にかかわらず、その能力 

を最大限に発揮しながら、安心して生活できるようにするため、市民の理解のもと、障

害者の活動を制限し、社会への参加を制約している事物、制度、慣行、観念等の社会的

障壁の除去を進め、ソフト及びハードの両面にわたる地域社会のバリアフリー化を推進

し、アクセシビリティの向上を図ります。 

（３）ひとりの市民としての視点（障害特性等に配慮した支援） 

障害者施策は、性別、年齢、障害の状態、生活の実態等に応じた障害者の個別的な支

援の必要性を踏まえて、策定及び実施します。 

４．PDCA サイクル 

第１次総合計画では、施策を５分野４４項目に整理し、それぞれの分野について対象期

間に甲州市が講ずる施策の基本的な方向を示しました。第２次総合計画では、PDCA サ

イクル注５に基づき、第１次総合計画の施策を検証した上で、継続すべき施策は引き継ぎ

つつ、新たな施策を加え、１０分野１０３項目としました。 

注３ 社会的障壁とは、障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における

事物、制度、慣行、観念その他一切のもののことです（障害者基本法第２条）。 

注４ アクセシビリティとは、施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさのことです。 

注５ Plan（企画立案）、Do（実施）、Check（評価）、Action（企画立案への反映）という一連のサイクルの

頭文字をつなげたもの。 
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第１次総合計画                  第２次総合計画

分野 項目数 分野 
項目数 

継続 新規 計 

相談支援体制の充実 １０ 相談支援体制の構築 6 ４ １０

障害福祉サービスの充実 ３ 在宅サービス等の充実 ３ ２ ５

地域福祉の推進 ２２ 障害児支援の充実 ７ ０ ７

働く場所の確保 ３ サービスの質の向上 ２ ２ ４

まちづくりの推進 その他 ４ １ ５

計 

Check（評価） 

生活支援（小計） ２２ ９ ３１

保健及び医療 １ １１ １２

教育，文化芸術活動，スポーツ等 ４ ５ ９

雇用，就業及び経済的自立の支援 ５ ６ １１

生活環境 １ １０ １１

情報アクセシビリティ １ ６ ７

安全・安心 ５ ４ ９

差別の解消及び権利擁護の推進 ２ ４ ６

行政サービス等における配慮 １ ５ ６

国際協力 ０ １ １

計 ５７ ４６ １０３

注：第１次総合計画から継続の施策については、評価の過程で項目を統合し、分離し、及び構成変更したため、

第１次総合計画と第２次総合計画の「継続」の項目数は、必ずしも一致しません。 
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Ⅲ 分野別施策の基本的方向 

１．生活支援 

【基本的考え方】 

障害の有無にかかわらず市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的と

し，また，身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けら

れることにより，社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについて

の選択の機会が確保されることを旨として，障害福祉サービス等の支援を行います。 

（１）相談支援体制の構築 

○障害者等の相談等を総合的に行い，地域における相談支援の中核的な役割を担う施設

として，甲州市福祉あんしん相談センター（甲州市障害者地域生活支援センター）を

設置します。1-(1)-1 

○障害者が自らの決定に基づき，障害福祉サービス等を利用するために，障害者個々の

心身の状況，サービス利用の意向，家族の状況等を踏まえたセルフプラン（障害者自

身が立てるサービス等利用計画）が作成できるように支援します。1-(1)-2 

○甲州市障害者自立支援協議会の委員に障害者又はその家族を委員として選任するよう

配慮し，障害者である委員に対する障害特性に応じた適切な情報保障（障害等により

情報の取得が困難な者に対して，代替手段を用いて情報を提供すること）等を確保し

ます。1-(1)-3 

○甲州市障害者自立支援協議会において，関係機関の連携や地域の実情に応じた体制整

備についての協議を行い，障害者等への支援体制の整備を促進します。1-(1)-4 

○知的障害又は精神障害（発達障害を含む。）により判断能力が不十分な者による成年

後見制度の適正な利用を促進するため，成年後見制度利用支援事業を実施するととも

に，後見等の業務を適正に行えるよう成年後見制度法人後見支援事業を実施します。

1-(1)-5 

○甲州市障害者虐待防止センターを設置し，障害者及びその養護者に対して相談等の支

援を行います。1-(1)-6 

○障害者が自らの決定に基づき，安心して障害福祉サービス等が利用できるよう，甲州

市障害者ケアガイドラインを策定及び普及を行い，必要に応じて見直しを行います。

1-(1)-7 

○身体障害、知的障害及び精神障害の３障害の障害者相談員を設置します。1-(1)-8 

○障害者個々の心身の状況や障害の特性に配慮するために，障害の種別に応じたピアカ

ウンセラーを配置します。また，ピアカウンセラーの養成や，障害者の自主的な活動
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を支援するために，自発的活動支援事業を実施します。1-(1)-9 

（２）在宅サービス等の充実 

○個々の障害者のニーズ及び実態に応じて支援を行えるよう，市が定めた基準に基づき，

適切にサービスを支給します。また，障害者が自らの決定に基づき，安心して障害福

祉サービス等が利用できるよう，甲州市障害者ケアガイドラインを策定及び普及し，

必要に応じて見直しを行います。(再掲)1-(2)-1 

○自宅で生活することを前提とした身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練

（機能訓練及び生活訓練）を提供します。1-(2)-2 

○甲州市の地域としての特長や利用者の状況に応じて，移動支援，地域活動支援センタ 

ー等の事業（創作的活動，生産活動を行い，日常生活に必要な支援を行う事業）に取

り組みます。1-(2)-3 

○障害の高齢化に対応するため，高齢者施策との連携を図りながら，適切な支援の在り

方を検討していきます。1-(2)-4 

○障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう，障害者等，その

家族，地域住民等による地域における自発的な取組を支援します。1-(2)-5 

（３）障害児支援の充実 

○身近な地域において，障害児やその家族が子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）に基づく給付その他の支援を可能な限り講じるとともに，教育、保育等を円

滑に利用できるようにするために必要な支援を行います。1-(3)-1 

○障害児を受け入れる保育所のバリアフリー化の促進，障害児保育を担当する保育士の

専門性向上を図るための研修の実施等により，障害児の保育所での受入れを促進しま

す。1-(3)-2 

○障害児の発達を支援する観点から，障害児及びその家族に対して，乳幼児期から学校

卒業後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図り，

療育方法等に関する情報提供、カウンセリング等の支援を行います。1-(3)-3 

○児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づき，障害児に対して指導訓練等の支援

を行う児童発達支援等を提供するとともに，障害者総合支援法に基づき，居宅介護，

短期入所，障害児を一時的に預かって見守る日中一時支援等を提供し，障害児が身近

な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図ります。また，障害児の発達段階に

応じて，保育所等訪問支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供します。

1-(3)-4 
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○障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援するとともに，在

宅で生活する重症心身障害児（者）について，短期入所や居宅介護，児童発達支援等

の在宅支援の充実を図ります。1-(3)-5 

（４）サービスの質の向上等 

○障害者が自らの決定に基づき，安心して障害福祉サービス等が利用できるよう，甲

州市障害者ケアガイドラインを策定及び普及し，必要に応じて見直しを行います。

（再掲）1-(4)-1 

○障害者の自己決定を尊重する観点から，セルフプランを推進する等，障害福祉サービ

スその他の制度の利用に当たり，本人に理解が可能な情報の提供などの意思決定の支

援に努めます。1-(4)-2 

○長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等が適切に障害福祉サービス等が

利用できるよう，障害者個々の心身の状況，サービス利用の意向，家族の状況等を踏

まえた支給決定を行います。1-(4)-3 

○難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たって，難病等の特性（病状の

変化や進行，福祉ニーズ等）に配慮した円滑な事務が実施できるように努めます。

1-(4)-4 

（５）人材の育成及び確保 

○障害者施策において，社会福祉士，介護福祉士，精神保健福祉士等の福祉専門職の有

効活用を図り，確保に努めるとともに，理学療法士，作業療法士，視能訓練士，技師

装具士，言語聴覚士等の医学的リハビリテーションに従事する者の有効な活用を図り

ます。1-(5)-1 

（６）福祉用具の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等 

○補装具の購入又は修理に要する費用の一部に対する公費の支給，日常生活用具の給付

及び貸与を行うとともに，福祉用具に関する情報提供を行います。1-(6)-1 

○福祉用具の相談等に従事する職員は，積極的に研修に参加し，福祉用具について適切

な情報提供が行えるように努めます。1-(6)-2 

○身体障害者補助犬（盲導犬，介助犬及び聴導犬）に対する周囲の理解が進むよう，広

報を行うと共に，身体障害者が身体障害者補助犬を使用しやすい環境の整備に努めま

す。1-(6)-3 
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（７）障害福祉サービス等の段階的な検討 

○個々の障害者のニーズ及び実態に応じて支援を行えるよう，市が定めた基準に基づき，

適切にサービスを支給します。1-(7)-1 

２．保健及び医療 

【基本的考え方】 

障害者が身近な地域において，保健及び医療サービス，医学的リハビリテーション等

を受けることができるよう，環境の整備に取り組みます。 

（１）保健及び医療の充実等 

○障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう個別支援を

行うとともに，関係機関との連携を図ります。その際，障害の重度化及び重複化の予

防並びにその対応に留意します。2-(1)-1 

○障害者総合支援法に基づき，自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療

について，医療費の助成を行います。2-(1)-2 

○骨，関節等の機能及び感覚器機能の障害，高次脳機能障害等の医学的リハビリテーシ

ョンによる機能の維持回復が期待される障害について，適切な評価及び病院から地域

等への一貫した医学的リハビリテーションの確保が図れるよう個別支援を行うととも

に，関係機関との連携に努めます。2-(1)-3 

○障害者の健康の保持及び増進を図るため，福祉サービスと連携した保健サービスの提

供体制の充実を図ります。また，障害に起因して合併しやすい疾患，外傷，感染症等

の予防並びにこれらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療が受けられる

よう関係機関との連携を図っていきます。2-(1)-4 

○定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害者に対する

歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持及び増進を図る取組を進めるとともに，障

害の状況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための取組を支援します。

(環境整備)2-(1)-5 

（２）精神保健の提供等 

○学校，職域及び地域における心の健康に関する相談，カウンセリング等の機会の充実

により，市民の心の健康づくり対策を推進するとともに，精神疾患の早期発見に努め

ます。2-(2)-1 

○精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図るため，精神障害

者に対する当事者やその家族による相談活動（ピア・サポート）を推進します。2-(2)-2 
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（３）人材の育成及び確保 

○健康相談等を行う職員の資質の向上を図るとともに，地域の保健、医療及び福祉事業

従事者間の連携を図ります。2-(3)-1 

（４）難病に関する施策の推進 

○難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては，難病等の特性（病状の

変化や進行，福祉ニーズ等）に配慮し，難病等の特性に対しての理解と協力の促進を

図ります。2-(4)-1 

（５）障害の原因となる疾病等の予防及び治療 

○妊産婦健診，乳幼児及び児童に対する健康診査，保健指導の適切な実施並びに周産期

医療及び小児医療との連携を図るとともに，これらの機会の活用により，疾病等の早

期発見及び治療並びに早期療養を図ります。また，障害の早期発見と早期療育を図る

ため，療育に知見と経験を有する医療及び福祉の専門職との連携を図ります。2-(5)-1 

○糖尿病等の生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防するた

め，栄養及び食生活，身体活動及び運動，休養，飲酒，喫煙，歯及び口腔の健康に関

する生活習慣の改善による健康の増進，医療連携体制の推進，健康診査及び保健指導

の実施等に取り組みます。2-(5)-２ 

○  

○疾患，外傷等に対して適切な治療を行うため，専門医療機関，身近な地域における医

療機関及び在宅における医療に関する情報提供を行い，市の保健サービス等の提供の

ために，保健所，精神保健福祉センター，児童相談所等との連携を促進します。2-(5)-

３ 

３．教育，文化芸術活動，スポーツ等 

【基本的考え方】 

障害のある児童生徒が，合理的配慮を含む必要な支援の下，その年齢及び能力に応じ，

かつその特性を踏まえた十分な教育を可能な限り障害のない児童生徒と共に受けるこ

とのできる環境整備に取り組みます。また，障害者が円滑に文化芸術活動，スポーツ

又はレクリエーションを行うことができるよう，環境の整備等に努めます。 

（１）インクルーシブ教育システムの構築 

○障害のある児童生徒に対する合理的配慮については，児童生徒一人一人の障害の状態

や教育的ニーズ等に応じて、市と学校また本人と保護者間で可能な限り合意形成を図

った上で決定し，提供するよう努めます。3-(1)-1 

○合理的配慮を含む必要な支援を受けながら，同じ場で共に学ぶことを追求するととも

に，個別の教育的ニーズのある子どもに対して，自立と社会参加を見据えて，その時
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点で教育的ニーズに最も的確に応えた指導を提供できるよう，小中学校における通常

の学級，通級による指導，特別支援学級及び特別支援学校という連続性のある「多様

な学びの場」のそれぞれの充実を図ります。3-(1)-2 

○医療，保健，福祉等との連携の下，乳幼児期を含め早期からの教育相談及び就学相談

を推進します。3-(1)-3 

○可能な限り早期から成人に至るまで一貫した指導及び支援ができるよう，子どもの成

長記録や指導内容等に関する情報の取扱いに留意しながら，必要に応じて関係機関間

で共有し，活用するとともに，保護者の参画を得つつ，医療，福祉，労働等との連携

の下，個別の教育支援計画の策定及び活用を行います。3-(1)-4 

（２）教育環境の整備 

○障害のある児童生徒の一人一人の教育的ニーズに応じた教材の提供を推進するととも

に，情報通信技術（ICT）の発展等も踏まえつつ，教育的ニーズに応じた支援機器の充

実に努めます。3-(2)-1 

○災害発生時における利用等の観点も踏まえつつ，学校施設のバリアフリー化を推進し

ます。3-(2)-2 

（３）文化芸術活動，スポーツ等の振興 

○障害の有無にかかわらず，文化芸術活動及びスポーツを行うことのできる環境づくり

に取り組みます。特に，障害者の芸術活動に対する支援や障害者の芸術作品の展示等

を推進するための仕組みを検討します。3-(3)-1 

○市主催の文化芸術活動の公演，展示等において，障害者のニーズに応じた工夫や配慮

が提供されるよう努めます。3-(3)-2 

○国，県，民間団体等が行う障害者の文化芸術活動及びスポーツ大会への参加を支援し

ます。3-(3)-3 

４．雇用，就業及び経済的自立の支援 

【基本的考え方】 

働く意欲のある障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう，

一般就労を希望する者は，可能な限り一般就労できるよう，また就労継続支援事業所等

での工賃の水準が向上するように，総合的な支援に取り組みます。 

（１）障害者雇用の促進 

○市は，民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であることを踏まえ，法定雇
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用率の達成に向けた取組を進めます。4-(1)-1 

○使用者による障害者虐待の防止を図るため，市に相談や通報があった場合には，速や

かに県労働局と連携し，個別の相談等への丁寧な対応を行います。4-(1)-2 

○改正障害者雇用促進法（平成２８年４月施行）に基づき，障害者でない者との均等な

機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮を図るため，法律の改正

の周知に努めます。4-(1)-3 

（２）総合的な就労支援 

○福祉，教育，医療等から雇用への一層の推進のため，ハローワークや地域障害者職業

センター，障害者就業・生活支援センター等の地域の関係機関との密接な連携を図り

ます。4-(2)-1 

○就労移行支援事業所等において，一般就労をより促進するため，企業での実習や求職

活動の支援（施設外支援）や，就労後の継続的な雇用の支援（定着支援）の推進を図

ります。4-(2)-2 

（３）障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 

○障害者優先調達法に基づき，障害者就労施設等の提供する物品及びサービスの優先購

入（調達）を推進します。4-(3)-1 

○農業法人等の農業関係者や福祉関係者等に対する情報提供をし，農業分野での障害者

就労を推進します。4-(3)-2 

（４）福祉的就労の底上げ 

○事業所の経営力強化に向けた支援，共同受注に向けての支援等，就労継続支援事業所

等の福祉的就労の工賃向上に向けた取組を支援します。4-(4)-1 

（５）経済的自立の支援 

○年金や諸手当の受給資格を有する障害者が，制度の不知又は無理解により，障害年

金等を受け取ることができないことのないよう，制度の周知に取り組みます。

4-(5)-1 

○障害者による市が所有し，及び管理する施設の利用等に当たり，その必要性や利用実

態を踏まえながら，利用料等に対する割引，減免等の措置を講ずるように努めます。

4-(5)-2 
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５．生活環境 

【基本的考え方】 

誰もが快適で暮らしやすい生活環境の整備を推進するため，建築物等のバリアフリ

ー化を推進するとともに，障害者に配慮したまちづくりを推進します。 

（１）住宅の確保 

○市営住宅のバリアフリー化に努めるとともに，福祉部局と住宅部局が連携し，障害者

の市営住宅入居が円滑に行われるように努めます。5-(1)-1 

○住居入居等支援事業により，賃貸人及び障害者双方に対する情報提供等の支援や必要

な相談を行い，住宅の確保に努めます。5-(1)-2 

○住宅のバリアフリー改修等を促進するとともに，障害者の日常生活上の便宜を図るた

め，日常生活用具の給付又は貸与及び用具の設置に必要な住宅改修に対する支援を行

います。5-(1)-3 

○障害者が日常生活上の相談援助等を受けながら共同生活を行うグループホームにつ

いて情報提供等の支援を行うとともに，その利用の促進を図ります。5-(1)-4 

（２）公共交通機関のバリアフリー化の推進等 

○従来の公共交通機関を利用できない障害者に対し個別的な輸送（スペシャル・トラン

スポート・サービス）を提供するため，移動支援事業を実施します。5-(2)-1 

（３）公共的施設等のバリアフリー化の推進 

○バリアフリー法並びに山梨県幸住条例に基づき，公共施設，公共的施設，民間施設等

の整備基準に適合するよう指導し，建築物等の福祉環境整備を推進します。5-(3)-1 

○窓口業務を行う市の施設については，バリアフリー化した整備を行います。5-(3)-2 

○都市公園の整備に当たっては，安全で安心できる利用のため，バリアフリー法に基づ

き，出入口や園路の段差解消，高齢者や障害者等が利用可能なトイレの設置等を進め

ます。5-(3)-3 

（４）障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 

○都市計画マスタープランに基づき，福祉施設，医療施設，生活拠点等の適正かつ計画

的な立地を推進し，バリアフリーに配慮した障害者が安心して快適に暮らせるまちづ

くりを推進します。5-(4)-1 
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○主要な生活関連経路において，公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ，安全

で快適な歩道の整備を図ります。5-(4)-2 

○サイン計画に基づき，車いす使用者，歩行困難者，視覚障害者等への配慮を行い，見

やすく分かりやすい案内標識の整備を推進します。5-(4)-3 

６．情報アクセシビリティ 

【基本的考え方】 

障害者が円滑に情報を取得し，及び利用し，意思表示やコミュニケーションを行う 

ことができるように，情報通信における情報アクセシビリティの向上，情報提供の充

実，コミュニケーション支援の充実等情報の利用におけるアクセシビリティの向上を

推進します。 

（１）意思疎通支援の充実 

○障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して，手話通訳者，要約筆記

者，盲ろう者向けの通訳，介助員等の派遣による支援を行うとともに，手話奉仕員の

養成研修等の実施により，人材の育成及び確保を図り，コミュニケーション支援を充

実させます。6-(1)-1 

○情報やコミュニケーションに関する支援機器の周知を図るとともに，機器を必要とす

る障害者に対する給付，利用の支援等を行います。6-(1)-2 

○意思疎通に困難を抱える人が自分の意思や要求を的確に伝え，正しく理解してもらう

ことを支援するための絵記号や，介護者の心理的負担を軽減するための介護マーク等

の普及及び利用の促進を図ります。6-(1)-3 

（２）行政情報のバリアフリー化 

○各部局において，障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的

提供の充実に取り組むとともに，ウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を行

います。6-(2)-1 

○災害発生時に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう，自主防災組織等の協力を得

つつ，障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進します。6-(2)-2 

○情報通信技術（ICT）の進展等も踏まえながら，障害特性に応じた選挙等に関する情報

提供の充実に努めます。6-(2)-3 

○各部局において，特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報

提供等を行う際には，知的障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めます。6-(2)-4 
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７．安全・安心 

【基本的考え方】 

障害者が地域社会において，安全で安心して生活することができるよう，防災及び防犯

対策や消費者被害からの保護等を推進します。 

（１）防災対策の推進 

○障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携の下での地域防

災計画等の作成，防災訓練の実施等の取組を推進し，災害に強い地域づくりを推進し

ます。7-(1)-1 

○災害発生時又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達

できるよう，自主防災組織等の協力を得つつ，障害特性に配慮した情報伝達の体制の

整備を促進します。7-(1)-2 

○災害発生時又は災害が発生するおそれがある場合に避難行動要支援者名簿等を活用し

た障害者に対する適切な支援や，その後の安否確認を行うことができるよう，必要な

体制の整備を行います。7-(1)-3 

○避難所，応急仮設住宅のバリアフリー化を促進するとともに，避難所において障害者

が必要な物資を含め，障害特性に応じた支援を得ることができるような体制の整備に

努めます。7-(1)-4 

○災害発生後にも継続して福祉サービス及び医療を提供することができるよう，障害者

支援施設，医療機関等における災害対策を推進するとともに，地域内外の他の社会福

祉施設，医療機関等との広域なネットワークの形成に取り組みます。7-(1)-5 

（２）防犯対策の推進 

○地域の障害者団体，福祉関係事業者等及び警察との連携の促進等により，犯罪被害の

防止と犯罪被害の早期発見に努めます。7-(2)-1 

（３）消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

○障害者団体，消費者団体，福祉関係事業者等地域の多様な主体の連携を促進し，障害

者の消費者トラブルの防止及び早期発見に取り組みます。7-(3)-1 

○消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益の擁護及び増進に資するよ

う，障害者に対する支援を行う者が研修に参加すると共に，障害者等に対する消費者

教育を推進します。障害者団体，消費者団体，福祉関係団体，行政等地域の多様な主

体の連携を促進し，障害者の消費者トラブルの防止及び早期発見に取り組む。

7-(3)-2 
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○被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用の促進を図るため，日本司法支援

センター（法テラス）の利用についての支援を進めます。7-(3)-3 

８．差別の解消及び権利擁護の推進 

【基本的考え方】 

平成25年に制定された障害者差別解消法等に基づき，障害を理由とする差別の解消 

の推進に取り組みます。あわせて，障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止等障害

者の権利擁護のための取組を進めます。 

（１）障害を理由とする差別の解消の推進 

○障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し，その被害からの救済を図るため，

相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに，その利用の促進を図

ります。8-(1)-1 

（２）権利擁護の推進 

○障害者虐待防止法に関する広報及び啓発活動を行うとともに，同法の適切な運用を通

じ，障害者虐待の防止や養護者に対する支援に取り組みます。8-(2)-1 

○障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から，セルフプ

ランの取組等の意思決定支援を行うとともに，成年後見制度の適切な利用の促進を進

めます。8-(2)-2 

○当事者等により実施される障害者の権利擁護のための取組を支援します。8-(2)-3 

○障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し，その被害からの救済を図るため，

相談，紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに，その利用の促進を図

ります（再掲）。8-(2)-4 

○障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため，

障害者等の理解を深めるための研修及び啓発を通じて地域住民への働きかけを強化す

ることにより，共生社会の実現を図ります。8-(2)-5 

９．行政サービス等における配慮 

【基本的考え方】 

障害者が適切な配慮を受けることができるよう，市職員等における障害者理解の促進

に努めるとともに，障害者がその権利を円滑に行使することができるように，障害者に

対して，選挙等における配慮を行います。 

（１）行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 
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○市における事務事業の実施に当たっては，障害者差別解消法（平成２８年４月施行）

に基づき，障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について，必要かつ合理的

な配慮を行います。9-(1)-1 

○市の職員等に対する障害者に関する理解を促進するために必要な研修を実施し，窓口

等における障害者への配慮の徹底を図ります。9-(1)-2 

○各課及び各施設における行政情報の提供に当たっては，情報通信技術（ICT）の進展

等も踏まえ，アクセシビリティに配慮した情報提供に努めます。9-(1)-3 

（２）選挙等における配慮等 

○情報通信技術（ICT）の進展等も踏まえながら，障害特性に応じた選挙等に関する情

報提供の充実に努めます。9-(2)-1 

○移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化，障害者の利用に配慮

した投票設備の設置等投票所における投票環境の向上に努めるとともに，判断能力が

不十分な障害者が自らの意思に基づき円滑に投票できるよう，代理投票の適切な実施

等の取組を促進します。9-(2)-2 

○指定病院等における不在者投票，郵便等による不在者投票の適切な実施の促進により，

選挙の公正を確保しつつ，投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保に努めま

す。9-(2)-3 

１０．国際協力 

【基本的考え方】 

障害者団体等による国際交流の支援に努めます。 

（１）障害者等の国際交流の推進 

○文化芸術活動，スポーツ等の分野における障害者の国際的な交流を支援します。

10-(１)-1 
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2 日中活動系サービス
9年間の実績

※平成26年度は見込数です。

23

種類 単位 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

生活介護

計画
人日

453 675 809 935 1,454 1,974 1,210 1,232 1,276

実績
154 184 416 611 784 876 1,305 1,286 1,300

人 65 67

達成率 ％ 34.00% 27.26% 51.42% 65.35% 53.92% 44.38% 107.85% 104.38% 101.88%

自
立
訓
練

機能訓練

計画
人日

0 1 1 31 42 54 15 35 35

実績
0 7 20 46 25 8 0 0 0

人 0 0

達成率 ％ 0.00% 700.00% 2000.00% 148.39% 59.52% 14.81% 0.00% 0.00% 0.00%

生活訓練

計画
人日

0 1 1 31 42 54 70 88 88

実績
0 7 20 83 82 70 16 0 23

人 0 1

達成率 ％ 0.00% 700.00% 2000.00% 267.74% 195.24% 129.63% 22.86% 0.00% 26.14%

就労移行支援

計画
人日

37 91 102 161 235 311 301 321 401

実績
0 18 87 167 179 221 199 103 180

人 6 10

達成率 ％ 0.00% 19.78% 85.29% 103.73% 76.17% 71.06% 66.11% 32.09% 44.89%

就
労
継
続
支
援

就労継続支援A型

計画
人日

0 3 19 34 69 104 120 140 160

実績
0 0 0 4 61 74 180 177 180

人 11 12

達成率 ％ 0.00% 0.00% 0.00% 11.76% 88.41% 71.15% 150.00% 126.43% 112.50%

就労継続支援B型

計画
人日

0 36 74 292 319 346 669 703 773

実績
0 0 265 83 547 535 751 835 850

人 50 55

達成率 ％ 0.00% 0.00% 358.11% 28.42% 171.47% 154.62% 112.26% 118.78% 109.96%

療養介護

計画
人日

0 3 3 3 3 3 152 152 152

実績
0 0 0 0 0 0 150 150 150

人 5 5

達成率 ％ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.68% 98.68% 98.68%

短期入所

計画
人日

35 41 47 48 49 50 72 72 72

実績
51 31 29 50 46 58 84 88 85

人 11 11

％ 145.71% 75.61% 61.70% 104.17% 93.88% 116.00% 116.67% 122.22% 118.06%



















Ⅴ 計画の推進体制 

１．推進体制の充実 

第 2 次障害者総合計画を推進するため、その中心的な役割を担う自立支援協議会の充実を図

るとともに、具体的な施策実現のため、必要な連携に努めます。また、さまざまな機会や手法を

通して、市民の意向、障害者の実態やニーズを常に収集し、把握し、自立支援協議会において協

議検討すると共に、具体的な施策に反映させるように努めます。 

２．計画の実施状況の点検及び評価 

計画の進み具合や実施状況を分かりやすく点検し、その結果を検討して評価をする作業を自立

支援協議会が行う際には、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき行います。 

Ｐ（計画）・・・障害福祉施策及び障害福祉サービスの基本的な考え方を示し、施策の方向性やサ

ービスの見込み量を設定します。 

Ｄ（実行）・・・計画の内容を踏まえて、各施策及びサービスを実施します。 

Ｃ（評価）・・・各施策の年間の実績を把握し、社会情勢やニーズの動向を把握し、評価を行いま

す。 

Ａ（改善）・・・評価を踏まえて、必要に応じて計画の見直しを行います。 

このような考えのもとで、計画推進のため、「ＰＤＣＡサイクル」によるマネジメントの考え 

方を活用し、今回の計画の実施状況について、自立支援協議会において、毎年、点検及び評価を

行い、その結果を公表します。 

この評価結果を踏まえ、障害福祉施策の見直し等の検討を行い、ひとりひとりの市民に対応す

るきめ細やかな施策が進められるよう努力します。 

３．計画の見直し 

第２次障害者総合計画は、平成２７年度から平成３２年度までの６年間を計画期間としていま

すが、３年後の平成３０年度には、国の方針に基づき「障害福祉計画」部分の改定を行う予定で

すので、それに併せて第２次障害者総合計画の見直しを行う予定です。 

４．成果目標 

第２次障害者総合計画は、ＰＤＣＡサイクルに基づく評価をわかりやすく行うため、成果目標

を設定し、成果目標が設定された分野については、これに基づき評価を行います。 

５．国、山梨県・及び辺自治体との連携 

施策を推進するにあたっては、国や山梨県の制度を活用してその充実を図るとともに、より効

果的に施策を推進するために、周辺自治体との連携に努めます。 

32



別表 

第 2 次障害者総合計画関連成果目標 

１．障害者基本計画関連 

事項 設定内容 目標 

１．生活支援 セルフプランの作成支援 サービス利用計画全体の２５％ 

（平成３２年度末）○市  

甲州市障害者自立支援協議会の委員に障

害者である委員を委嘱 

３障害全てについて障害者である委員の委嘱（平成

３２年度末）○市  

当事者同士の意見交換会の実施 年に 1 回以上の意見交換会の開催 

（平成３２年度末）○市  

甲州市ケアガイドラインの策定 ケアガイドラインの継続的な策定 

（平成３２年度末）○市  

ピアカウンセラーの養成・設置 ３障害全てのピアカウンセラーの設置 

（平成３２年度末）○市  

３障害の障害者相談員の設置 ３障害全ての障害者相談員の設置 

３．教育、文化芸

術活動、スポーツ

等 特別支援教育に関する教育研修の受講率 ８０％以上 

（平成２９年度）○国  

特別支援教育に関する校内委員会の設置

率 

９０％以上 

（平成２９年度）○国  

特別支援教育コーディネーターの指名率 ９０％以上 

（平成２９年度）○国  

４．雇用、就業等 市の障害者雇用率 ２．３０％ 

（平成２９年度）○国  

５．生活環境 特定道路におけるバリアフリー化率ⅰ 約１００％ 

（平成３２年度末）○国  

都市公園における園路及び広場、駐車場、 園路及び広場：約６０％ 

便所のバリアフリー化率ⅱ 駐車場：約６０％ 

便所：約４５％ （平成３２年度末）○国  

特定路外駐車場のバリアフリー化率ⅲ 約７０％（平成３２年度末）○国  

不特定多数の者等が利用する一定の建築 約６０％（平成３２年度末）○国  

物のバリアフリー化率ⅳ 

※○市  市が独自に設定するもの  ○国  国が障害者基本計画において定めたもの 

ⅰバリアフリー法に規定する特定道路のうち、道路移動等円滑化基準を満たす道路の割合

ⅱバリアフリー法に規定する特定公園施設である園路、広場、駐車場、及び便所が設置された都市公園のうち、各

施設がバリアフリー法に基づく都市公園移動円滑化基準に適合した都市公園の割合 

ⅲ特定路外駐車場のうち、バリアフリー法に基づく路外駐車場移動等円滑化基準に適合した路外駐車場の割合

ⅳ床面積 2,000 ㎡以上の特別特定建築物の総ストック数のうち、バリアフリー法に基づく建築移動等円滑化基準に

適合するものの割合 
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特別支援教育に関する個別の教育支援計

画作成率 

（平成３２年度末）○市  

８０％以上 

（平成２９年度）○国  



２．障害福祉計画関連 

障害福祉計画部分に記載
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資料２ 障害者数の推移

1 障害者手帳の交付者の推移

種別 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
身体障害者手帳 1,486 1,507 1,528 1,562 1,567 1,555 1,599 1,605 1,617 1,532 1,497
療育手帳 162 172 182 188 196 200 209 214 219 228 226
精神保健福祉手帳 164 160 169 164 176 197 208 218 223 224 227
計 1,812 1,839 1,879 1,914 1,939 1,952 2,016 2,037 2,059 1,984 1,950

（単位：人 各年4月1日現在）

2 年齢別障害別の状況

身体障害者手帳
平成18年４月1日現在
年齢 1級 2級 3級 4級 5級 6級 計 ％
０～１７歳 8 5 4 0 2 1 20 1 31%
１８～６４歳 129 60 73 89 42 29 422 27 62%
６５歳以上 313 197 194 243 51 88 1,086 71.07%
計 450 262 271 332 95 118 1,528 100.00%
平成20年4月1日現在
年齢 1級 2級 3級 4級 5級 6級 計 ％
０～１７歳 16 5 3 0 1 1 26 1 65%
１８～６４歳 118 59 68 83 41 30 399 25 32%
６５歳以上 333 204 207 254 58 95 1,151 73.03%
計 467 268 278 337 100 126 1,576 100.00%
平成23年4月1日現在
年齢 1級 2級 3級 4級 5級 6級 計 ％
０～１７歳 6 3 2 0 1 2 14 0 87%
１８～６４歳 115 62 64 87 37 29 394 24 55%
６５歳以上 355 204 195 304 53 86 1,197 74.58%
計 476 269 261 391 91 117 1,605 100.00%
平成26年4月1日現在
年齢 1級 2級 3級 4級 5級 6級 計 ％
０～１７歳 7 3 0 0 0 0 10 0 67%
１８～６４歳 117 51 62 87 31 25 373 24 92%
６５歳以上 347 186 180 270 51 80 1,114 74.42%
計 471 240 242 357 82 105 1,497 100.00%

（単位：人）
療育手帳
平成18年４月1日現在
年齢 A-1 A-2a A-2b A-3 B-1 B-2 計 ％
０～１７歳 3 5 10 0 17 10 45 24 73%
１８～６４歳 9 21 28 2 37 20 117 64.29%
６５歳以上 0 0 12 1 4 3 20 10.99%
計 12 26 50 3 58 33 182 100 00%
平成20年4月1日現在
年齢 A-1 A-2a A-2b A-3 B-1 B-2 計 ％
０～１７歳 3 5 9 0 12 17 46 23 47%
１８～６４歳 10 19 27 1 41 27 125 63.78%
６５歳以上 1 2 12 1 6 3 25 12.76%
計 14 26 48 2 59 47 196 100 00%
平成23年4月1日現在
年齢 A-1 A-2a A-2b A-3 B-1 B-2 計 ％
０～１７歳 1 4 11 0 15 19 50 23 36%
１８～６４歳 14 21 28 1 47 27 138 64.49%
６５歳以上 1 1 13 1 6 4 26 12.15%
計 16 26 52 2 68 50 214 100 00%
平成26年4月1日現在
年齢 A-2a A-2b A-3 B-1 B-2 計 ％
０～１７歳 3 4 11 1 20 27 66 29 20%
１８～６４歳 12 23 31 1 43 32 142 62.83%
６５歳以上 1 0 10 1 4 2 18 7.96%
計 16 27 52 3 67 61 226 100 00%

（単位：人）
精神保健福祉手帳
平成18年４月1日現在
年齢 1級 2級 3級 計 ％
０～１７歳 1 1 0 2 1.18%
１８～６４歳 30 86 13 129 76.33%
６５歳以上 21 17 0 38 22 49%
計 52 104 13 169 100 00%
平成20年4月1日現在
年齢 1級 2級 3級 計 ％
０～１７歳 1 0 0 1 0.57%
１８～６４歳 25 93 13 131 74.43%
６５歳以上 21 23 0 44 25 00%
計 47 116 13 176 100 00%
平成23年4月1日現在
年齢 1級 2級 3級 計 ％
０～１７歳 0 2 0 2 0.92%
１８～６４歳 24 126 17 167 76.61%
６５歳以上 24 24 1 49 22 48%
計 48 152 18 218 100 00%
平成26年4月1日現在
年齢 1級 2級 3級 計 ％
０～１７歳 0 0 0 0 0.00%
１８～６４歳 21 133 22 176 77.53%
６５歳以上 24 25 2 51 22 47%
計 45 158 24 227 100 00%

（単位：人）
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資料３ 障害者の人口に占める割合

1 人口に占める割合
平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平均値

人口 37,301 37,086 36,652 36,356 35,977 35,594 35,147 34,838 34,469 33,953
障害者手帳交付数 1,839 1,879 1,914 1,939 1,952 2,016 2,037 2,059 1,984 1,950

％ 4 93% 5 07% 5 22% 5 33% 5 43% 5 66% 5 80% 5 91% 5 76% 5 74%
（単位：人 各年4月1日現在）
※平成17年のみ11月1日現在

身体障害者
平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

人口 37,301 37,086 36,652 36,356 35,977 35,594 35,147 34,838 34,469 33,953
身体障害者手帳 1,507 1,528 1,562 1,567 1,555 1,599 1,605 1,617 1,532 1,497

％ 4 04% 4 12% 4 26% 4 31% 4 32% 4 49% 4 57% 4 64% 4 44% 4 41% 4 36%
（単位：人 各年4月1日現在）
※平成17年のみ11月1日現在

知的障害者
平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

人口 37,301 37,086 36,652 36,356 35,977 35,594 35,147 34,838 34,469 33,953
療育手帳 172 182 188 196 200 209 214 219 228 226

％ 0.46% 0.49% 0.51% 0.54% 0 56% 0 59% 0 61% 0 63% 0 66% 0 67% 0 57%
（単位：人 各年4月1日現在）
※平成17年のみ11月1日現在

精神障害者
平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

人口 37,301 37,086 36,652 36,356 35,977 35,594 35,147 34,838 34,469 33,953
精神保健福祉手帳 160 169 164 176 197 208 218 223 224 227

％ 0.43% 0.46% 0.45% 0.48% 0.55% 0.58% 0.62% 0.64% 0.65% 0.67%
（単位：人 各年4月1日現在）
※平成17年のみ11月1日現在

2 年齢別の割合 平均値
０～１７歳
年齢 平成18年 平成20年 平成23年 平成26年
人口 5,927 5,647 5,210 4,816
障害者数 67 73 66 76
％ 1.13% 1.29% 1.27% 1.58%
１８～６４歳
年齢 平成18年 平成20年 平成23年 平成26年
人口 21,508 20,784 19,926 18,705
障害者数 668 655 699 691
％ 3 11% 3 15% 3 51% 3 69% 3 36%
65歳以上
年齢 平成18年 平成20年 平成23年 平成26年
人口 9,651 9,925 10,011 10,432
障害者数 1,144 1,220 1,242 1,183
％ 11.85% 12.29% 12.41% 11.34% 11.97%

（単位：人 各年4月1日現在）
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第６節 障害者施策 

現状と課題 

■近年、障害者数はますます増加しており、本人及び介護者の高齢化、中途障

害者の増加傾向、障害の多様化など障害のある人を取り巻く環境は大きく変

化しつつあります。 

■さらに平成 18 年度からは「障害者自立支援法」に基づく３障害一元のサー

ビス体系に移行するという大きな制度改革が行われました。 

■本市の心身障害者手帳交付者は 1,911 人（内訳：身体障害者手帳交付者

1,562 人、療育手帳（知的）交付者 188 人、精神障害者保健福祉手帳交付

者 161 人）（平成 19 年４月１日現在）となっており、関係機関と連携しな

がら、手帳の交付や各種の相談、生活などの支援をはじめ、障害者自立支援

法に基づく障害者自立支援給付や障害の予防と早期発見のための保健・医療

サービス、さらには障害者の社会参加や就労の促進など、多様な施策を推進

しています。 

■特に、障害者が抱える様々な生活課題に対応するため、専門職員を配置した

「福祉あんしん相談センター」を設置し、問題解決と相談体制の充実を図っ

ています。 

■障害者自立支援法の施行に伴う各種制度の改正を踏まえて策定した障害者総

合計画に基づき、ノーマライゼーションの理念の一層の浸透をはじめ、相談・

情報提供体制の充実や各種サービスの充実、就労機会の拡大や社会参加の促

進、バリアフリー*のまちづくりなど、障害者施策の総合的推進に努める必要

があります。 

施策の目的 

すべての障害者が地域社会の一員として自立し、安心して暮らせるよう、必 

要なサービスの把握や適切なサービスの提供など各種施策を総合的、計画的に

推進します。 

* バリアフリー：無障壁。様々な障壁をなくすこと。 
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施策の体系 

障害者施策 相談支援体制の充実 

障害者福祉サービスの充実 

地域福祉の推進 

働く場所の確保 

障害者にやさしいまちづくりの推進 

主要施策 

（１）相談支援体制の充実 

障害の種別を問わず相談できる総合相談窓口を中心としながら、ケアマネジ 

メントの確立を図り、障害者自身が相談員となるピアカウンセラーを配置しま

す。また、一人ひとりの環境にあった適切な就学・就労相談及び指導に努め、

障害者自立支援協議会を中核とした推進体制の強化を図ります。 

（２）障害者福祉サービスの充実 

「福祉あんしん相談センター」のさらなる充実と関係機関との連携のもと、

ニーズに対応した質の高いサービスが確保できるよう努めていきます。また、

家庭環境や生活環境の変化に対応し、障害者やその家族の意識の変化に対応す

る機会を設けるよう支援をしていきます。 

（３）地域福祉の推進 

障害者が安心して自立した生活を送るために、障害児保育、特別支援教育な 

どの充実に努めるとともに、地域生活支援事業を確実に実施し、家族会や当事

者団体などの育成・支援や、障害と障害者への理解を深め、ともに生きる地域

づくりを進めます。 

（４）働く場所の確保 

障害者が可能な限り一般就労につけるよう、関係機関との連携のもと、事業 

所への啓発に努めるとともに、施設における生産活動への支援など福祉的就労

機会の充実を図ります。 
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（５）障害者にやさしいまちづくりの推進 

障害者等が利用しやすい施設整備や道路整備を進め、すべての市民にとって 

利用しやすい環境の推進を図ります。また、災害などの緊急時における支援体

制の構築を図ります。 

施策の展開 

主要施策 主要事業 

（１）相談支援体制の充実 ・障害者福祉計画推進事業 

（２）障害者福祉サービスの充実 ・障害者福祉事業 

（３）地域福祉の推進 ・障害者福祉関係団体育成・支援事業 

（４）働く場所の確保 ・障害者自立支援事業 

（５）障害者にやさしいまちづくりの推進 ・各種関連事業との連携の強化 

主な成果指標 

成果指標の名称 単位 
現況値 

（平成18年度） 

目標値 
（平成24年度） 

指標の考え方 

福祉施設の入所者の地域生活へ
の移行による削減 

人 41 37 
障害者の自立に向けた
環境整備に努めます。 

入院中の退院可能精神障害者の
減少 

人 9 0 〃 

福祉施設から一般就労への移行 人 0 4 〃 

参画と協働の指針 

市 民 地域・団体・事業者 

・障害者への理解を深め、自立や社会参加
への支援を行います。 

【地域】 
・障害者が参加できる地域活動の機会をつ
くります。 

・障害者が安心して生活できる環境をつく
ります。 

【事業者】 
・障害者の雇用拡大と施設等のバリアフリ
ー化を図ります。 
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（４）地域福祉 

すべての人が安心して暮らせる地域づくりに向け、地域福祉計画の策定のも

と、地域福祉の充実を図ります。 

また、ノーマライゼーション*の理念の啓発・広報活動を推進し、市民の福祉

意識の高揚を図ります。 

さらに、社会福祉協議会をはじめ、民生・児童委員、ボランティア団体など

各種団体の福祉活動を育成・支援するとともに、個人、事業者等がそれぞれの

立場で地域福祉に貢献しやすい環境づくりに努めます。 

（５）高齢者施策 

本格的な高齢社会が到来している中、地域で支え合いながら生きがいを持っ

て高齢者が暮らせるまちづくりに向け、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画に基づき、介護予防、在宅福祉等の各種保健福祉サービスの充実を図るとと

もに要介護・要支援の高齢者に対し、各種介護保険サービスの充実に努めます。 

また、総合相談支援・権利擁護、介護予防マネジメント、包括的・継続的マ

ネジメント等の機能を備えた地域包括支援センターを拠点に地域支援事業の推

進を図ります。 

さらに、シルバー人材センターの活用、老人クラブ活動等への支援を行い、

高齢者の社会参加を促進する環境づくりを進めます。 

（６）障害者施策 

障害者が地域で自立して安心して暮らせる環境づくりに向け、障害者計画（障

害者基本計画・障害福祉計画）に基づき、相談支援の充実、障害者福祉サービ

ス充実、地域生活支援事業の実施など総合的な自立支援を図るとともに、障害

者団体への支援、障害者関連施設の設置促進、就労機会の拡大や社会参加の促

進に向けた施策の推進に努めます。 

また、障害者が利用しやすい施設整備や道路整備など障害者にやさしいまち

づくりを進めます。 

（７）社会保障 

国民健康保険事業は極めて厳しい財政状況にありますが、健全化に向け、保

健事業の推進や医療費適正化対策に努めます。 

また、生活保護世帯の自立・就労支援に向け、関係機関との連携のもと、実

情に応じた自立支援プログラムに沿った生活保護制度の適正な運用を図ります。 

* ノーマライゼーション：障害者も健常者も等しく社会生活をすることが望ましいとする考え。 
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３章．サイン整備計画

１．整備の基本方針

１） サイン整備の目標

・だれもが、安全・安心して移動できるサイン整備

公共サインの主な役割である「目的までの円滑な誘導」を基に、ユニバーサルデ

ザインの視点の考慮し、年齢や言語等に関わらず、誰もが見やすく、安全に安心

して移動できるサイン整備を目指します。

・景観に配慮した質の高いサイン整備

良好な景観の形成を目指している甲州市として、良好な景観形成の規範となるよ

うな、シンプルで美しいデザインとし、必要な種類のサインを効果に配置できる

サイン整備を目指します。

・地域特性を考慮した統一感のあるサイン整備

既存のサインを活かしながら、案内誘導情報を連続して提供できることを確保し、

地域特性を考慮した統一感のあるデザインのサイン整備を目指します。

２）サイン整備の基本方針

① エリア誘導方式の階層配置システムを採用し、連続的な誘導
を確保します。

② シンプルで景観に配慮した統一感のあるデザインとします。

③ 既存サインとの連携を考慮し適切な活用を図ります。

① エリア誘導方式の階層配置システムを採用し、連続的な誘導を確保します。

・エリア設定を行い、エリアの誘導を行う。エリア内においては、導線計画を作成し、

それに従った設置を実施します。

・エリアの設定に関しては、既存の計画を活用します。

・エリア内においては、誘導する物件を明確にし、エリアへの誘導との連続性を確保

し、案内誘導を行います。
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③色彩

・色彩については、誰にとっても表示内容が見やすく、わかりやすい表現となることを

重視し、デザイン性だけでなくバリアフリーの視点からも配慮する必要があります。

・サインの色は、認識しやすいながらも、背景の景観に調和する色とします。

・また、ベースとなる色は、彩度を低く押さえ、“地”となるような色を採用し、一部

に視認性の高い色を用いるなどの工夫を取り入れます。

l 明度差の確保

明度とは、色の「明るさ・暗さ」を表します。毎度が高くなると明るいイメージに

なり、限度を超えると色はかすんでしまいます。逆に明度が低くなると暗くなって

しまいます。

マンセル表色系の明度は、反射率０％の黒をＮ０、反射率１００％の白をＮ１０と

し（Ｎはｎｅｕｔｒａｌの頭文字）、Ｎ１～９５の範囲で色票化しています。

文字や図の表示は、地色と図色の組み合わせによる明度差が大きいほど判読しやす

くなります。サイン表示においては、名再度が５以上になるように配慮します。

図 明度差の確認（文字の明度/地色の明度）
＊マンセル表色系
色を数値的に表すための体系（表色系）の一種で、色彩を色の３属性（色相、明

度、彩度）に基づき表現したもの。日本では、ＪＩＳＺ8721（３属性による色の表
示方法として規格化されています。
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２）配置施設整備方針

（１）設計施工に関すること

①構造

サイン施設の構造については、施設自体の耐久性と安全性を考慮することはもちろん、

より利用者の立場に立った施工上の工夫を心がけます。また、長期にわたりサインを活

用できるよう、維持管理面にも配慮した構造とします。

●サインへの近づきやすさを確保

視力の弱い人や車いす使用者がサインの近くに寄って表示を見ることを前提に、低い 

視線への配慮と足下の蹴り込みの確保に注意します。サイン施設周辺の段差や舗装等に

ついてもサインに近づくに支障があると判断される場合は、設置箇所の移動や、歩道等

の整備もあわせて行う等の取り組みが必要です。

視覚障害者へは音声案内が有効であり、行動起点や総合案内サインでは音声案内機能

や点字表示の設置について検討します。また、それらの施設を設置した場合には、その

所在を知らせるために視覚障害者誘導ブロックでの誘導や、チャイムによる誘導等の工

夫が必要です。

●触ってわかるサインへの配慮

サイン施設の多くは屋外に設置されるため、点字表示や触地図など、手で触れて情報 

を認識するサインについては、表地面が高熱にならないようための素材を選択するなど

の配慮が必要です。

●メンテナンスが容易であること

人為的な事故やいたずら等による破損については、表示面カバーに設置、四隅の巻き

込み、張り紙やいたずら書き防止の表面加工処理などの対策が必要です。

点字表示面を紫外線硬化樹脂印刷や後貼りで行う場合は、ベース素材と表面仕上げと

の相性を十分確認し剥離防止に注意して施工する必要があります。

サインの表示面は、施設や周辺状況の変化に応じて情報内容の更新を速やかに行うこと

が望ましいため、定期的・短期的な変更が予測されるものについては、部分的な取替え

が可能な構造とします。

②照明

曇天時や夕刻、夜間の顕在性を高めるため、主要な拠点に設置される総合案内サイン

では照明設備の設置が重要です。

（２）整備に関すること

①設置計画と設置位置

サインは分岐点からそれぞれ視認できる、歩行者の円滑な移動を妨げない位置に配置 

します。また、サイン設置後に、車いす使用者や介助者が必要な歩行者等の移動空間が

十分に確保できる位置に設置します。

歩道上の誘導サインは、視覚障害者誘導用ブロック（点字ブロック）の位置を避けて

設置します。原則としてブロック端から 90cm 以上離れた位置を基本としやむを得ない場

合は 60 ㎝の位置に設置することとします。
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サイン施設の周辺に設置物が多く、サインの存在が目立たない場合は、その位置に案 

内サインがあることを示す「インフォメーションマーク」を設置するなどして、サイン

の顕在性を高めます。

各種サインの詳細については、各種サイン整備計画で示します。

②施設形状

施設形状は、既存のサインをできる限り活用する観点から、基本的な形状は従来の形

状を尊重することします。

しかし、良好な景観を阻害しないことが最優先し、統一性を確保しながら必要に応じ

検討します。

各種サインの詳細については、各種サイン計画で示します。

③サイン設置の方向

案内サインを、視聴覚障害者誘導用ブロック（点字ブロック）のある歩道上に設置す 

る場合、サインの設置方向は進行方向に対して平行に設置することを基本とします。歩

道幅員が広く、休憩施設や植栽等が整備されている地点や、案内サインの利用者が多く

見込まれる場所で設置場所を十分確保できる場合は、主要動線の進行方向に対し直角に

設置することが有効な場合もあります。いずれにしても、視覚障害者誘導ブロックの曲

部を可能な限り少なくするよう設置方向を工夫することが必要です。

④建築限界

道路に設置する場合には建築限界(道

路構造令第十二条)を侵さないように

します。

車道上空の建築限界は 4.5m であるが、

施工誤差、板のゆれ、路面のオーバー

レイ等に対する余裕として0.5mを考え、

表示板の高さは下端5.0mを標準としま

す。最低でも 4.7m 以上は確保するよう

にします。また、歩道上空 2.5m の建築

限界は、路上施設を設けるのに必要な

部分の歩道の幅員に対して、つまり歩

行の支障のある部分に対してのものに

対してです。
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５）ユニバーサルデザインへの配慮方針

（１）外国人来訪者への配慮

サインの外国語表記については、英語表記との２ヶ国語表記を基本とし、主要な名称には、

ローマ字を併記しますが、利用者の特性に応じて、英語以外の外国語の表記を検討します。

ただし、多言語による表記は多くの表示スペースを要するため、表示が繁雑にならないよう

に注意します。

また、ピクトグラムは世界共通の事象示す記号として多くの人に理解されるものであるため、

サイン表示おいて活用をしていきます。

誘導サインの矢印の使い方について、たとえば日本では下向きの矢印を「戻れ」あるいは

「振興方向とは逆方向」という意味にとらえることがありますが、外国では一般的に「下に

下りる」「くぐる」といった場合の下向きの矢印を使います。同様に指示方向が折れた矢印

（図）についても、誘導サインの表現としては誤解を招く可能性がありますので、下向き矢

印の使い方に留意しながら、できるだけ「←」「→」「↑」「↓」の４種類を用いるように

します。

（２）車いす使用者・歩行困難者への配慮

車いす使用者の視線に配慮したサイン表示の高さを設定することが重要ですが、利用者の

視力が弱い場合や、情報量の多い案内サインを見る場合も考慮し、その人が見やすい距離ま

で近づいてみることができるように、設置場所や周辺の環境、サイン施設形状への配慮が必

要です。

車いす利用者が近づいてみる際に邪魔にならないように、サイン施設の周辺には植栽や

ごみ箱、その他の施設を設置しないことが必要です。また、サインが設置されている周辺住

民に対して、サインの重要性や来訪者への誘導案内意識の向上等について啓発を行う必要が

あります。

また、サインの構造や設置場所についても、近づいて見る利用者への妨げにならないよ

うな配慮が必要となります。

（３）視覚障害者への配慮

視覚障害者や高齢で視力が低下した人など、だれもが見やすくわかりやすいサインとするた

めに、文字やピクトグラムの大きさ、サインの設置の高さ等に配慮するとともに音声案内等

視覚障害者に配所した機能の導入などを積極的に検討します。点字や触地図、音声案内操作

板等の高さは、１．０ｍ以上１．４ｍ程度までの間に設置します。

また、色彩に関しては色弱や色盲等の方々にも配慮し、色覚バリアフリーの視点から配色

を設定します。
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（４）バリアフリーの情報の表示

多機能トイレや車いす使用者が使用可能なエレベーター等のバリアフリー設備において

は、案内マップ上で設置箇所をすべてピクトグラムで表示することが必要です。また、民間

施設に設置された不特定多数の人が利用できるバリアフリー設備についても、できるだけす

べての施設を案内マップに表示することが望まれます。

特に身体障害者等の利用が可能なトイレについては、身体障害者用設備のピクトグラムと施

設利用時間制限等の情報を併記することを検討します。

６）景観への配慮方針

（１）施設デザイン

サイン施設は、周辺のまちなみや景観を阻害しないデザインとすることとします。

サインを設置する周辺の雰囲気や、まちなみ景観になじむ色を基調カラーとして、統一感の

あるサイン整備を行うことが重要です。

施設のデザインで地域らしさを表現する手法もありますが、地域特性はできるかぎり、サ

インに表示する情報内容で表現することとし、誘導案内に不用な造形や過度な装飾は避け、

だれもが一目で認識できるように、できるだけシンプルなデザインにします。

（２）サインの集約化

サインの設置場所の有効利用や景観への配慮の観点から、誘導サインと案内サインが至近距

離に設置される場合は、サイン施設の集約を行います。個別の施設管理者が独自に誘導サイ

ンを設置している場合「情報掲載基準」で表示されるべき施設であれば、公共サインとして

その施設へ誘導するために適切な位置に設置された誘導サインに、施設名表示を追加します。

基準外となる民間施設の場合は、それぞれのサイン設置主体で連携して、サイン施設の集約

することが望まれます。

（３）屋外広告物との調整

サイン施設の顕在性は、施設デザインだけでなくまちなみ景観によっても大きく影響されま

す。サインの周辺にサインの見え方を阻害するようなデザインや大きさの広告物等が設置さ

れている場合、サインの顕在性を確保できません。

屋外広告物についても、まちなみ景観の重要な構成要素として位置づけられているので、

公共サインの顕在性の確保とともに、屋外広告物の設置についての規制と十分な連携をはか

り、良好な景観に配慮したサイン施設の設置を設置事業者とともに検討していくようにしま

す。

49



市

市立図書館と小中学校図書室とのネットワーク化の推進

市立図書

市立図書館の資料の団体貸し

市

☆ 司書の増員と資質の向上について 
子どもと本をつなぐ役割をもつ司書は、子どもの読書活動を推進す 
る上で重要な役割を担っています。公共図書館、学校図書館とも専

門的な職員の配置を促進し、資質向上のための研修には積極的に参

加します。 

☆ 障害のある子どもへのサービス

勝沼図書館では、手話によるおはなし会「まーの・あ・まーの」を

行なっています。読書活動の支援として、録音図書、点字図書、大

活字本などがありますがさらに充実を図り、障害のある子どもが利
用しやすい読書環境の整備に努めます。 

５ 関係機関との連携・協力

[現状と課題] 
子どもの読書活動を推進するにあたっては、 立図書館のバック

アップはもちろんですが、書店や行政機関、広報やＣＡＴＶ、新聞

社や放送各社との連携・協力が必要です。 

｛具体的な取り組み｝ 

☆   
学校図書室の資料のデーターベース化を進めるとともに、

館とのネットワーク化を推進します。

出しがスムーズになり、児童生徒の多種多様な興味・関心に応えて

いくことができます。 

☆ 行政機関との連携 
は、教育･福祉をはじめとする各部局との連携を図りながら、子 

どもの読書活動推進に積極的に取り組みます。また、各家庭･地域・ 
学校の読書活動推進に関する取り組みを促し支援します。

☆ 図書館のホームページや広報誌、ＣＡＴＶを利用して子どもの読書

活動推進に関する情報を提供していきます。 
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第 1 章 甲州市立図書館の基本計画 

【基本目標】 
甲州市立図書館は生涯学習の拠点として、市民の教養を高め、文化の向上を図ること

を目標とします。 

【運営方針】 
図書館には、公平性・継続性・安定性・公共性などの要素に基づき、いかにより良い 

サ－ビスを心がけるかが求められます。市民や学校図書館との連携による事業や乳幼児

サ－ビス、近隣市町村との相互協力、障害者サ－ビスなどの事業についても十分な理解

と豊富な実践が必要となります。そのために市内の４館はもとより、自治体の枠をも超

えて、組織、ネットワ－クでの活動に努め、市民にとって使いやすく親しみやすい、役

に立つ施設となる運営を目指します。 

【重点施策】 
図書館は、生涯学習、市民活動支援、男女共同参画支援、国際交流、ボランティアか

ら構成される活動支援及び文化創造等と一体的な整備が想定されることを考慮し、以下

の基本方針を進めます。 

１、利用者の快適な空間作り 

図書館は、乳幼児、児童・青少年、成人、高齢者、障害者、妊婦などを含む全て

の利用者が、安心して利用できる施設です。利用者の要望に沿った様々な資料を提

供するとともに、明るく親しみやすい雰囲気があり、利用者が目的に応じてスペ－

スを使い分けられる空間づくりに努めます。 

２、利用者支援の推進 

図書館には、様々な目的を持って乳幼児から高齢者まで、多様な市民が来館しま

す。その様々な要望に対応し、「市内共通利用カ―ド」による予約やリクエスト、

山梨県図書館情報ネットワ－ク＊１などを活用し必要な資料の提供を行っていきま

す。また、各図書館の機能を十分に活用できるよう周知し、図書館に関わるすべて

の人々に対する利用支援活動に努めます。 

３、変化に柔軟に対応する図書館 

図書館の資料は年々増加し、市外からの来館者も含めて利用者も増加することが

予想されます。また資料の形態や、求められる図書館サ－ビスも時代とともに変化

し、情報サ－ビスのシステムもさらに進化することが見込まれます。こうした変化

に柔軟に対応できる図書館運営を図ります。 

４、郷土の文化と歴史の継承 

地域の特色ある文化や産業に関する資料を継続して収集・保管することにより、

将来の甲州市の知的財産となる地域資料の充実と活用を図ります。 

５、子どもの読書推進 

ブックスタ－ト事業＊２をはじめとする、乳幼児・児童のための事業や啓蒙活動を 

行い、常に子どもたちの身近に本のある環境づくりに努めます。また、保護者に対

する子育て支援に積極的に取り組みます。      

＊１：山梨県内の公共図書館及び公民館図書室、県内機関等の書誌データを集めた、総合目録データベース。

＊２：絵本を通して親子の触れ合いのひとときを応援することを目的とし、子育て支援と連携した啓蒙活動。 
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◆子ども読書活動推進計画の策定 

子どもが読書の楽しさやすばらしさに出会い、読書を通じて人生を豊かにできるよう

な環境づくりを進め、子どもが健やかに成長することを目指します。 

このことをふまえ、下記の基本的な考え方で、本計画を策定します。

（１）甲州市に在住・在学するおおむね１８歳以下の子どもを対象とします。

（２）策定後、５年ごとの見直しを行っていきます。

（３）甲州市を取り巻く国や山梨県の動向を反映したものにします。

（４）甲州市内で現在取り組まれている子どもの読書活動をいろいろな立場から取り

上げていきます。 

（５）甲州市が実施している読書活動推進の事業を明記します。

（６）甲州市が今後読書活動推進のために取り組んでいかなければならない事業を具

体的に提言します。 

◆一般向けの各種講座開催強化 

一般向けの講座への要望に応えるべく、おりがみ講座、絵本講座、講演会等一般者向

けの講座開催を推進していきます。 

◆高齢者・障害者への利用促進 

高齢者にとっても、滞在型の図書館として気兼ねなく利用できるように配慮するとと 

もに、大活字本の収集、インタ－ネットなど新しい情報源にも親しめるような環境を整

え、様々な人が本に接する機会を提供していきます。 

【ボランティア活動の推進】 
専門的な知識・技能を持つボランティアの参加を促進します。これは、市民の学習や 

創造活動の成果を地域社会に生かしていく機会としても位置づけられるものでありま

す。活動の場等に関する情報提供や、地域ボランティアの自主性をもとに、相互の対等

平等な協力関係を基盤とした連携が図れるように支援していきます。  

【広報活動の重視】 
図書館の機能・サ－ビスについて市民の理解を得るとともに、利用者の拡大を図るた

め、広報紙や図書館のホ－ムペ－ジを通して広報活動に努めます。また、地域の情報発

信の基点としての役割もはたしていきます。広報については、双方向のコミュニケ－シ 

ョンが可能なインタ－ネットを活用し、市民の要望の把握等に努めます。 
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第 2 章 施策 
施策項目 3 自他への思いやりや情操を育む豊かな心の育成 

（２） 特別支援教育の充実 

■現状と課題■ 

○ 各学校の施設の充実、教育内容の向上を図るため「子ども支援スタッフ」を活用し、

特別支援教育の充実を図る必要があります。 

○ 庁内組織の連携を強化し、適切な就学相談・指導の充実・強化を図る必要がありま

す。 

■今後に取り組む施策■ 

①子ども支援スタッフ制度の充実 

平成 18 年度から、学習の習熟度により特別な支援が必要な児童・生徒や、生活習慣

確立のための日常生活の介助、安全の保持等が必要な児童・生徒を支援するため、子

ども支援スタッフ制度をスタートしました。 

引き続き学校支援スタッフのより効率的な活用を図り、一人ひとりにきめ細やかな

指導を行うため、特別支援教育コーディネータ等を交え教員との交流会や研究会など

を実施するとともに、支援員の能力を十分に活用できる環境整備に努めます。 

②庁内組織の連携 

保護者や地域の多様化するニーズに応じた情報提供を行い就学に向けての相談体制 

の充実を図るために、保健・子育て・福祉・教育部門など関係各課のネットワーク化

が推進されている中で、関係各課が今以上に密接に連携するように努めます。 

また、乳幼児期からの生活状況を把握するため、特に乳幼児健診の内容等の情報を

共有しながら、市内の保育所（園）・幼稚園との連携の取り組みとして、臨床心理士と

保健師が発達相談業務として保育所、幼稚園へ巡回訪問し、保育士を交え実施してい

る発達相談・支援等のより一層の充実を図り、発達障害の疑いのある乳幼児の早期発

見・早期支援を行いながら、学校等との連携を図り、就学児の適切な教育環境の整備

に努めます。 
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第 4 章 施策の展開 

１ 誰もが安心して暮らせる環境づくり 

（１） 誰もが安心して買い物ができる環境整備 

高齢者、障がい者などの買い物弱者を含め、誰もが安心して買い物ができる環境は、 

店までの移動手段が確保され、店に入りやすく、消費者のニーズに即した品揃えがあり、

お得なサービスがあるなど、消費者が安心して訪れることができ、満足する店があるこ

とが重要です。そのため、歩道整備などの各種インフラ対策や、デマンドバスなどの移

動手段確保、地域の生活を支える商店街への支援などを進めます。 
また、今後、更なる進展が予想される高齢化社会に対応した宅配サービスや移動販売

等へのサービスの充実も必要となります。 
さらに、個店、商店街と大型商業施設が、それぞれ立地する地域内で良好な関係のも

と共に発展するには、役割を分担し、連携を強化するなかで、それぞれの特徴を活かし

たサービスの展開や、高い集客力を持つ大型商業施設との連動したサービス展開が必要

です。 
これらの環境整備を進めるとともに、本市内には「どこにどのような店があるのか」

といった買い物マップを作成するなどし、消費者との接点拡大に向けた取り組みを推進

します。 

施策の方向性 施策の展開 

誰もが安心して買い物できる 

環境整備 

気軽に立ち寄れる魅力ある個店整備の推進 

誰もが安心して買い物ができるよう、歩道の整備や公共交通網の整備を推進 

地域住民に対し、きめ細やかなサービス提供への支援 

（宅配サービス、移動販売等への活動支援） 

小規模商店だけでなく、大型商業施設などを含む連携強化により、買い物サー

ビス支援の検討 

（ポイントサービスなど利用者の視点に立ったサービスを展開） 

誰にでもわかりやすい買い物マップの作成を検討 
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２ 基本目標 

  基本目標１  住民の暮らしの維持・向上 

少子・高齢社会の到来に対応するなかで、市民にやさしく、地域コミュニティに貢献

できる魅力的な個店・商店街の活性化を推進します。 

また、甲州市内で誰もが安心して買い物をできるような環境整備を推進します。特に、

高齢者や子育て世代、また体にハンディのある人たちのために優しい消費生活が提供で

きるようなサービス体制の確立を支援します。 

さらには、市民や NPO などのコミュニティマーケットの活動を積極的に支援し、人々

が集い交流するための地域コミュニティの活性化を促進します。 

  基本目標２  地域産業の活性化 

活力ある地域産業の形成や雇用の場の確保のためには、本市の地域特性を取り入れな 

がら、農産物や史跡、伝統文化、観光スポットなどの豊富な資源を活かし、地域のシン

ボルとして活用することが重要です。それぞれの地域の特色ある、豊かな地域資源を活

用した特産品づくりや新産業の創出への支援などが重要であることから、農林業、商工

業、観光業等の連携により、世界への市場展開を図っている「甲州ワイン」に続く、「甲

州市ブランド」化戦略への取り組みをさらに強化していきます。 
また多様な分野における新たな起業を促進するため、創意に満ちた市民や NPO が取り 

組むコミュニティビジネスやニュービジネスを積極的に推進し、活力ある地域の産業の

構造を、より重層的な厚みのあるものに変革していきます。 
さらに、本市の基幹産業である農業の豊かな食材を活用した新たな特産品の創造や流 

通チャネルの開発など、商業力の強化を図るとともに、農業後継者の育成も推進します。 

  基本目標３  協働によるまちづくり 

市内各地の近隣商業地の空洞化の進展がみられる状況のなかで、にぎわいと活力のあ 

るまちづくりの再構築に向けて、行政、事業者、関係団体、市民等が一丸となって、連

携・協働するまちづくりへの取り組みを推進していきます。 
商工会等関係団体の育成強化に努めるとともに、個店の経営体質の強化や後継者の育

成、地元商店街ならではの地域に密着したサービスの展開を促進します。 

また、商業者に加え、行政、農林業、地場産業、関係団体、市民等が業種の枠を越え

て、交流する機会の提供を積極的に推進します。 
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４ 調査結果に基づく今後の課題 

少子・高齢化と人口減少と買い物弱者の支援 

○甲州市の人口は平成 17 年約 3万 5 千人から、平成 22 年 3万 3 千人へ 

○甲州市の高齢化が進み、平成 17 年 26.7％、平成 22 年 29.4％へ 

○住民の高齢化と地域商店の廃業で買い物困難問題が発生しており、対

策が必要です 

○商店街は、高齢者や障がい者、また子育て支援が必要な世代等に対し

てのバリアフリー化や、新たな消費ニーズに対応できるよう若い力を

活用した商業機能の活性化が必要です 

○商業者や商工会、関係団体等と連携を図りながら、地域コミュニティ

の担い手となるような商業活動の活性化が必要です 

既存商店街の衰退と郊外大型店の繁栄 

○郊外への大型店進出等により、市民消費が大型店に流出しています 

○駅周辺や既存の商店街が衰退し、廃業による空き店舗シャッター通り化

は景観も損ねていることから、対策が必要です 

○売り場面積は増加していますが、販売額、事業所数が減少し、空き店舗

が増加していることから、対策が必要です 

市民生活や旅行者を支える商業の機能の重要性 

○市民の日常の買い物は大型スーパーなどに依存し、消費が郊外ショッ

ピングセンターに流出しています 

○歩いて行ける範囲に店がないことで困っている市民が約 4割に上って

いることから、快適な買い物環境の整備が必要です 

○商店街にはくつろぎや交流の場としての機能もあることから、このよ

うな場の創出が必要です 

○旅行者向けの買い物や飲食店が少ないことから対策が必要です 

○市民の最寄りの店・商店街に対する満足度が 50％足らずで、品揃えが

少ない、店が少ないなどの不満が出ていることから、対策が必要です 

○個店や商店街としての情報収集と発信の強化が必要です 
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第４章 基本計画

４ ボランティアの充実・人材育成

地域福祉を推進していく原動力の一つにボランティアがあります。ボランティアが活躍する分野

は様々ですが、ボランティアを通じて相手の立場に立って物事を考える姿勢や社会貢献の意識を醸

成することができ、地域福祉の意識の醸成へもつながります。地域福祉の意識の醸成や共助として

の取り組みとして市民がボランティア活動へ参加できるよう、活動や団体に関する情報提供やボラ

ンティアの育成、ボランティアコーディネーター＊の育成、ボランティアセンターの充実などに取

り組んでいきます。また、高齢者や障がいのある人も個々のできる範囲でボランティア、社会貢献

を行うことで生きがいを持った生活ができるよう、参加支援を行っていきます。

具体的施策

① ボランティア活動の普及・啓発

市広報やホームページなどを活用し、市民にボランティア活動を普及・啓発す

るとともに、企業などに対し社会貢献の理解を働きかけます。

地域においても、ボランティア活動への参加を呼びかけます。

② 青少年のボランティア活動の推進

地域において青少年がさまざまなボランティア体験をすることにより、相手の 

立場に立ってものごとを考える姿勢を身につけるとともに、社会に貢献する意識

を培うことができるよう、青少年のボランティア活動への参加を推進します。

③ 高齢者、障がいのある人のボランティア活動の推進

高齢者や障がいのある人などが自らの経験や知識を地域の福祉活動に生かし 

ながら、生きがいを持った暮らしができるよう、こうした高齢者や障がいのある

人などのボランティア活動への参加を支援します。

特に、定年退職を迎えたばかりの“団塊の世代”の人々は、今後の地域活動や

地域福祉の重要な担い手となり得るため、重点的に支援します。

④ ボランティアの資質向上

ボランティアのニーズを把握し、ボランティア研修の充実を図り、資質向上を

支援します。

教育・環境・防災・健康づくりなど、幅広い分野でボランティア活動の核とな

るボランティアリーダーの育成を図るとともに、専門的な技能を有するボランテ 

ィアを育成します。

実施主体・所管課

福祉課

生涯学習課

社会福祉協議会

実施主体・所管課

社会福祉協議会

実施主体・所管課

福祉課

社会福祉協議会

実施主体・所管課

社会福祉協議会

＊ ボランティアコーディネーター：「一人ひとりが社会を構成する重要な一員であることを自覚し、主体的・自発的に社会

のさまざまな課題やテーマに取り組む」というボランティア活動の意義を認め、その

活動のプロセスで多様な人や組織が相互に対等な関係でつながり、新たな力を生み出

せるように調整することで、一人ひとりが市民社会づくりに参加することを可能にす

るというボランティアコーディネーションの役割を仕事として担っている人材。
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第４章 基本計画

（２）地域における交流機会の充実

具体的施策

① 地域行事を通じた住民交流の促進

地域において昔からの行事や新たな地域イベントを開催し、地域での市民相互

の交流やふれあいの機会づくりに努めます。

② 世代間交流の促進

高齢者や障がいのある人にとっては生きがいづくりの場として、また、子ども 

にとっては社会性や協調性を養う機会として、老人クラブ連合会をはじめとする

各種関係団体との連携のもと、地域のあらゆる交流事業の活性化を進めます。

高齢者の知恵や技能を生かした交流や地域の伝統文化・歴史にふれる活動など

世代間交流を促進します。

③ 市民や児童・生徒と福祉施設等との日常的な交流の促進

地域においては、市民や児童・生徒と福祉施設などとの日常的な交流を促進し

ます。

実施主体・所管課

行政区

実施主体・所管課

福祉課

教育総務課

生涯学習課

社会福祉協議会

実施主体・所管課

教育総務課

生涯学習課

行動指針

市民の役割

（自助）

地域の役割

（共助）

行政の役割

（公助）

n 自らが住む地域への関心や理解を深め、地域活動などに主体的に参加するよう努
めましょう。

n 地域に関心をもち、自らができることを考え、積極的に協力しましょう。

n 地域活動に関する情報を地域の住民へ提供するとともに、住民各層が参加できる
機会づくりに努めましょう。

n 民生委員・児童委員などの住民組織や行政、民間事業者などの専門機関との連携
を図りながら、地域にある問題の発見力や解決力を高めましょう。

n 行政区の育成に努めるとともに、具体的なニーズや課題への対応に際して専門的
な指導・助言などの協力体制を充実し、サービスの総合的なマネジメント機能を

発揮します。
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第４章 基本計画

３ 関係機関などとの連携強化

地域福祉の対象は、高齢者、障がいのある人、要支援・要介護者、子育て世代、子ども、女性な

ど、様々な分野に関連しています。また、人によっては複数の分野にまたがった支援を必要としま

す。そのため、市民のプライバシーは守りながら、社会福祉協議会や各分野の団体、ＮＰＯ法人、

民間事業者などと連携、情報を共有し、市民のニーズに応えていく必要があります。さらに、庁内

の関係部署や関係機関においても各種研修などを通じて、専門性を高めていきます。

具体的施策

① 社会福祉協議会との連携強化

社会福祉協議会がボランティア活動の育成をはじめ、地域福祉推進の牽引的な

役割を十分に果たすことができるよう、組織強化を支援します。

社会福祉協議会の活動内容が市民に十分理解され、協力が得られるよう、情報

提供の充実を促進します。

② 各種団体の支援と連携強化

高齢者、障がい者、児童、子育て中の親などの抱える地域課題が解決できる組 

織体制の構築をめざし、サービス提供を行う事業者や老人クラブ、地域の各種団

体、民生委員・児童委員等との連携を深める機会を提供し、地域の人材との協力

体制を充実します。

③ 福祉関係のＮＰＯ活動の育成

福祉関係のＮＰＯ活動は、法律をはじめとする制度上の規制により困難な状況

にあるため、円滑な事業運営に係る必要な支援に努めます。

④ 民間サービス事業者の誘導・育成支援

社会福祉事業を行う民間の事業者に対する市の情報提供を図り、必要なサービ

スが利用できるよう、地域への誘導や事業運営に係る必要な支援に努めます。

実施主体・所管課

福祉課

社会福祉協議会

実施主体・所管課

福祉課

介護支援課

子育て支援課

健康増進課

実施主体・所管課

市民課

福祉課

介護支援課

実施主体・所管課

福祉課

介護支援課
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第４章 基本計画

４ 小さな声が届きにくい人への支援の充実

様々な制度や法律が制定・改定される中、なかなか支援を求められない高齢者や障がいのある人、

子育て中の親子もいます。家に閉じこもり、外部と接触しなければ、地域や行政も手を差し伸べる

ことが難しくなります。このような人々を支援するためには、閉じこもりを防ぎ、地域や社会との

つながりを持ち続けられるような取り組みを行っていく必要があります。また、虐待や女性への暴

力などに対しては、予防、早期発見、解決のために相談体制や見守り体制を整備していきます。

具体的施策

① 制度の狭間の人に対する分野横断的な支援

高齢者や障がいのある人の閉じこもりの発見や防止に努め、地域との交流の機

会を提供します。

育児で閉じこもりがちな親子の社会参加を促すために、児童委員と連携し親子

の居場所づくりの充実に努めます。

② 虐待防止ネットワークの推進

高齢者や障がいのある人、子どもなどへの虐待を未然に防止するため、虐待防止

ネットワークを確立し虐待の早期発見・予防に取り組むとともに、虐待が発生した

場合の問題解決のため、情報の一元管理や関係機関との緊密な連携を推進します。

保護者や介護者などの身体的・精神的ストレスによる虐待を予防するため、相

談体制の充実や負担軽減のための事業の充実を進めていきます。

③ 女性への人権侵害に関する相談の充実

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）などの人権侵害に関して気軽に相談で 

きる窓口を設置し、関係機関と連携しながら相談体制の充実を図ります。また、

ＤＶ被害者の安全を確保するため、一時的な保護や自立支援など方策の検討に努

めます。

実施主体・所管課

福祉課

介護支援課

子育て支援課

社会福祉協議会

実施主体・所管課

福祉課

介護支援課

子育て支援課

健康増進課

社会福祉協議会

実施主体・所管課

市民課

福祉課

介護支援課

子育て支援課

行動指針

市民の役割

（自助）

地域の役割

（共助）

行政の役割

（公助）

n 制度の狭間に陥ることのないよう、日ごろから各種制度に関する情報提供へ関心
をもつようにしたり、周囲との情報交換の機会を積極的に活用するなど、必要な

サービスが適切に利用できるよう心がけましょう。

n 人権に係わる問題を正しく理解し行動できるよう努めましょう。
n 制度の狭間に陥ることのないよう、日ごろから各種制度に関する情報提供へ関心
をもつようにしたり、周囲との情報交換の機会を積極的に活用するなど、必要な

サービスが適切に利用できるよう心がけましょう。

n 人権に関する地域での学習の場を充実しましょう。
n 制度の狭間にあって、支援の声が届きにくい人が生じないよう、地域との連携を
図り、全市的な視野から早期発見・早期対応のネットワークづくりを進めます。

n さまざまな媒体や機会を利用しながら、各種福祉制度や人権等に係わる周知を図
っていきます。
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第４章 基本計画

（２）情報提供体制の充実

具体的施策

① 情報提供の充実と共有化

市の広報やホームページにより情報提供の充実を図ります。

各関係機関や相談機関における情報提供の充実を図るとともに、個人情報保護

に配慮しながら情報の共有化と活用に努めます。

自治会、民生委員・児童委員や各種相談員への情報提供を強化し、地域での情報提

供体制の強化を図ります。また、各種手当や制度の周知徹底を図るため、パンフレッ

ト等での情報提供とともに、対象者の把握に努め、必要に応じて申請の勧奨を行いま

す。

② 利用者の立場に立った効果的な情報提供の充実

特に視覚障がい者や聴覚障がい者などに配慮し、福祉情報など必要とする情報

を誰もが適切に得られるよう、情報提供の一層の充実に努めます。

③ 市政に関する情報提供と意見交換の機会の充実

市政への市民参画を進める視点から、情報公開や市ホームページの内容の充実

を図り、市の施策や事業に関する情報提供体制の充実に努めます。

実施主体・所管課

政策秘書課

福祉課

社会福祉協議会

関係部署・機関

実施主体・所管課

政策秘書課

福祉課

介護支援課

実施主体・所管課

政策秘書課

総務課

関係各課

行動指針

市民の役割

（自助）

地域の役割

（共助）

行政の役割

（公助）

n 市や社会福祉協議会などから提供される各種の情報について、日ごろから関心を
持ちましょう。

n 高齢者や障がいの特性など情報利用者に配慮した情報提供に努めましょう。
n 各種ボランティア活動などの相互交流を通じて、互いの情報交換と情報の共有化
に努めましょう。

n 広報やホームページなど、情報提供の媒体について、高齢者や障がいのある人な
どに配慮し、表示方法、記載方法、伝達方法などを工夫します。

n 全市的な情報提供の仕組みづくりに努めます。
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◇第２次甲州市地域福祉計画◇

３ 福祉サービスの充実

要支援・要介護者や障がいのある人などの地域での生活を支えているのは、福祉サービスです。

市民が住み慣れた地域でいきいきとして生活を送れるよう、地域、行政は市民のニーズにあったサ

ービスの提供やサービス利用のための情報提供が求められています。

一方で、利用者となる市民は、福祉サービスを正しく理解し、必要とするサービスの利用へとつ

なげていかなければなりません。また、福祉サービスを利用して外出したり、社会参加したりする

など、自宅での生活以外の目的での利用も促進していくことで引きこもりなどの防止を図ります。

成年後見制度＊や日常生活自立支援事業＊についても啓発を行い、必要としている人が利用できる

体制を整備します。

具体的施策

① 在宅福祉サービスの充実

「介護保険事業計画」や「障害者総合計画」、「子ども・子育て支援事業計画」

などの各施策により、地域住民が在宅で安心して生活できるよう、在宅福祉サー

ビスの充実を図ります。

② 地域に密着したサービスの充実

身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービスの提供が可能となる

よう、地域密着型サービスの充実を図ります。

③ 生活支援サービスの提供体制の構築の支援

情報集約やコーディネーターの配置など、高齢者や障がいのある人の在宅生活 

を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ法人、民間企業、社会福祉法人等の多様な

事業主体による見守り、家事援助や外出支援などの重層的な生活支援サービスの

提供体制の構築を支援します。

④ 福祉有償サービスなどによる移動手段の充実

高齢者や障がいのある人などをはじめ、より多くの人々が、気軽に社会参加で

き、さまざまな交流を深めることができるよう、福祉有償サービスなどによる地

域の交通手段を充実します。

実施主体・所管課

福祉課

介護支援課

子育て支援課

社会福祉協議会

民間事業者

実施主体・所管課

介護支援課

民間事業者

実施主体・所管課

福祉課

介護支援課

実施主体・所管課

福祉課

介護支援課

＊成年後見制度：認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人を保護し、支援するための制度

をいう。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の代わりに、不動産や預貯金などの財産

の管理、介護などのサービスや施設への入所に関する契約の締結などを行い、本人を保護、支援する。

＊日常生活自立支援事業：認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人に対し、福祉サービス

の利用援助や日常的な財産管理などにつき、社会福祉協議会が利用者との契約に基づいて支

援する制度をいう。法令上は、社会福祉法第 81 条に「福祉サービス利用支援事業」として

位置づけられている。
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第４章 基本計画

⑤ 事業者の情報公開の促進（介護サービス情報公表制度の利用啓発） 実施主体・所管課

福祉サービスの質的な向上には、行政はもちろん事業者の透明性の高い経営姿 

勢が求められており、サービス利用者が自らサービスを選択できるように、イン

ターネットを通じて介護サービス情報が公表されています。介護サービスや事業

所・施設等を適切に選ぶことができるよう、この制度の利用啓発に努めます。

福祉課

介護支援課

社会福祉協議会

民間事業者

⑥ 成年後見制度等の普及 実施主体・所管課

判断能力が十分でない人の財産管理や身上監護について、代理権などの権限が 

与えられた成年後見人が本人を保護する成年後見制度や、自らの判断能力が十分

でない人などが必要とするサービスを適切に利用したり、日常的な金銭管理を支

援する日常生活支援事業について、その内容を広く周知し、利用を促進します。

司法書士会、社会福祉士会、社会福祉協議会などの団体と連携し、制度の利用

支援体制を確立します。

成年後見人の資質の向上、信頼性の向上など、成年後見制度に永年にわたって

すべてを託することができるよう、制度の拡充・推進を図ります。

福祉課

介護支援課

社会福祉協議会

行動指針

市民の役割

（自助）

地域の役割

（共助）

行政の役割

（公助）

n 福祉サービスに関する情報を活用するとともに、内容を正しく理解しましょう。
n 福祉サービスの利用に際して、事業者などの情報（介護サービス情報公表制度な
ど）を有効活用し、一人ひとりの状況に応じたサービス利用に努めましょう。

n 日常生活自立支援事業や成年後見制度といった権利擁護に関する制度内容につい
て理解し、必要な場合には利用しましょう。

n 見守り活動などを通じて、権利擁護の必要な人を発見し相談へつなげられるよう
努めましょう。

n 市民の福祉ニーズに的確に対応できるよう質の高いサービスの提供に努めましょ
う。

n サービス利用者が客観的な判断材料をもとに適切なサービスを選択し利用できる
よう、介護サービス情報公表制度などを活用しながら社会福祉法人や民間事業者

としての情報提供に努めましょう。

n サービスを提供する職員（社員）への権利擁護に関する意識啓発や正しい理解の
普及に努めましょう。

n 地域全体としての見守りネットワーク活動の中で、権利侵害などの早期発見に努
め、行政や専門機関への適切な対応につなげましょう。

n 質の高いサービスを提供できるよう、社会福祉法人、民間事業者などへの情報提
供や指導に努めます。

n 権利擁護に関する制度の周知に努めるとともに、制度利用のための体制を確立し
ます。
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◇第２次甲州市地域福祉計画◇

基本目標４ 安心して生活できる環境づくり

１ 安心・安全なまちづくり

地域の生活で重要視するべき項目の一つは、安心・安全な生活を送れるかどうかです。日頃から

防災・減災、防犯への取り組みを行っている地域はいざという時に強く、なにも行っていない地域

よりも心強いものです。

いつ起こるかわからない災害に向けて、市民の防災意識を高めていくとともに、地域の自主防災

組織の充実、災害対策拠点や避難施設となる公共施設の充実などに取り組み、いざという時に機能

する体制を整えていきます。また、災害時要援護者＊ネットワークを構築し、災害時の避難誘導な

どに役立てます。

防犯についても、市民の防犯意識を高めていくとともに、地域において犯罪を許さない意識のも

とで団体や企業、学校などと連携したり、防犯パトロールを行ったりして、犯罪を未然に防ぐ取り

組みを実践していきます。

（１）防災・減災にむけた取り組み

具体的施策

① 市民の防災意識の高揚

市の広報やホームページなどを通じ、災害時における避難場所などの周知を図

ります。

② 自主防災組織の育成・支援

地域ぐるみで防災体制の充実を図るため、組織の見直しと機能強化を図るとと

もに、自主防災組織を育成します。

③ 災害対策拠点となる公共施設の整備充実

災害対策の拠点施設や避難施設となる公共施設などの耐震化に努めます。

実施主体・所管課

総務課

実施主体・所管課

総務課

実施主体・所管課

総務課

管財課

その他関係課

＊ 災害時要援護者：高齢者、障害のある人、乳幼児、妊婦、傷病者、日本語が不自由な外国人といった災害時に自力

で避難することが困難な人のこと。
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④ 災害時要援護者ネットワークの構築

関係機関・団体等と連携し、災害時における緊急連絡体制を整備するなど、防

災ネットワークを構築します。

プライバシー保護に配慮しながら要援護状態にある高齢者など市民の理解を

求め、災害時に避難誘導などの支援を必要とする人の正確な把握に努めるととも

に、民生委員・児童委員、関係機関などの支援に関わる人との情報共有を図りま

す。また、要援護者の個別支援のあり方についても検討します。

⑤ 災害時要援護者への支援

平常時においては、要支援者に対して、福祉に関する必要な情報を適切に提供 

するとともに、要援護者の社会的自立に向けた支援を実施します。また、地域住

民における日常的な見守り活動や助け合い活動を推進します。

災害時においては、災害時要援護者情報を共有するとともに、地域防災計画に 

基づき、自主防災組織をはじめ関係機関と連携し、要援護者の安全の確保に努め

ます。

第４章 基本計画

実施主体・所管課

総務課

福祉課

介護支援課

子育て支援課

健康増進課

社会福祉協議会

実施主体・所管課

総務課

福祉課

介護支援課

子育て支援課

健康増進課

社会福祉協議会

行動指針

市民の役割

（自助）

地域の役割

（共助）

行政の役割

（公助）

n 日常生活を通じ地域の人との交流を深めるとともに、避難訓練などの防災訓練な
どに積極的に参加しましょう。

n 日ごろから防災に関する情報に関心をもち、活用し、また、学習機会へ参加する
などし、防災意識を強くもって行動しましょう。

n 地域での防災訓練、避難誘導訓練などを行い、災害時における要援護者などの支
援体制づくりを進めましょう。

n 地域の実情に応じた防災マップの作成など、行政区などを通じた自主活動に取り
組みましょう。

n 関係機関との密接な連携確保とともに、地域での人材育成の支援に努めるなど、
実効性のある防災体制を確保します。

n 地域防災計画などをもとに、効果的な施設整備、体制整備に取り組みます。
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◇第２次甲州市地域福祉計画◇

（２）防犯にむけた取り組み

具体的施策

① 地域防犯ネットワークの構築

防犯に関する講習会などを実施し、市民一人ひとりの防犯意識を高めます。

高齢者や障がいのある人などを狙う悪質商法や子どもを巻き込む事件などを 

防ぐため、啓発や相談活動の充実に努めるとともに、青少年育成団体や地域の防

犯活動への支援を行うなど、地域での安全活動の充実を図り、地域や関係団体・

関係機関との連携による防犯活動を展開します。

② 地域における防犯パトロール組織の整備

地域における犯罪を地域住民で防ぐために、行政、関係団体が連携をとり、地 

域住民による防犯組織の強化を図り、地域全体で防犯体制づくりを促進します。

実施主体・所管課

総務課

市民課

実施主体・所管課

総務課

行動指針

市民の役割

（自助）

地域の役割

（共助）

行政の役割

（公助）

n 日常生活を通じ地域の人との交流を深めるとともに、地域での見守り活動などの
防犯訓練などに積極的に参加しましょう。

n 日ごろから防犯に関する情報に関心をもち、活用し、また、学習機会へ参加する
などし、防犯意識を強くもって行動しましょう。

n 地域の実情に応じた防犯マップの作成など、行政区などを通じた自主活動に取り
組みましょう。

n 関係機関との密接な連携確保とともに、地域での人材育成の支援に努めるなど、
実効性のある防犯体制を確保します。
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第４章 基本計画

２ 住みやすいまちづくり

高齢になるにつれ、建物や道路、公共交通機関などにおいて、階段や小さな段差などが不便に感

じることが多くなります。ユニバーサルデザインやバリアフリーといった言葉も広まってはいます

が、全ての施設が利用しやすい構造へと改修されたわけではありません。

今後も、高齢者や障がいのある人が外出することに不便を感じず、安全に外出できるような取り

組みを計画的に進めていく必要があります。また、市民にとって使いやすい公共交通機関となるよ

う、交通機関の有機的連携などにも取り組みます。

具体的施策

① ユニバーサルデザインの視点を取り入れたまちづくり

今後、新たに設置する施設などについては、高齢者や障がいのある人のための

特別な仕様でつくるのではなく、すべての人が安全で快適に利用できるユニバー

サルデザインの視点を取り入れたまちづくりを進めます。

② 既存施設のバリアフリー化の推進

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（新バリアフリー

法）」等に基づき、公共施設や道路、公園等を重点的にバリアフリー化に計画的

に取り組みます。

不特定多数が利用する民間施設について、事業者への理解を深め、施設のバリ

アフリー化を促進します。

③ 公共交通機関の充実

鉄道やバスの充実を関係機関に求めるとともに、交通機関の有機的連携などに 

より通勤・通学者の利便性向上を図り、高齢者や学生など自家用車利用が困難な

市民の交通手段となる公共交通機関の確保に努めます。

市民ニーズに合った運行体系に努め、利便性の向上を図るため、市民バスの運

行を充実します。

実施主体・所管課

都市整備課

その他関係課

実施主体・所管課

都市整備課

その他関係課

実施主体・所管課

政策秘書課

市民課

行動指針

市民の役割

（自助）

地域の役割

（共助）

行政の役割

（公助）

n 身の回りで、歩行・通行上の危険箇所などに気づいたら役所等へ知らせましょう。
n バリアフリーやユニバーサルデザインの趣旨を理解するとともに、公共施設など
の利用に際しては一人ひとりが周囲に配慮して行動しましょう。

n バリアフリーやユニバーサルデザインのまちづくりを全市的に推進できるよう、
そのために地域としてできることを考え、行動しましょう

n バリアフリーやユニバーサルデザインについて市民への情報提供に努めるととも
に、職員一人ひとりがその必要性を十分認識し、事業・サービスの推進に心がけ

ます。
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４ 子ども・子育て支援事業の推進のための取り組み 

（1）推進のための体制の整備 

新しい子ども・子育て支援制度によると、従来は教育部門が所管していた幼

稚園と福祉部門が所管していた保育所などのサービスが一体的に提供されるよ

うになります。 

また、妊娠・出産から乳幼児期、学齢期を通じて、切れ目のない支援を実施

していくためには、保健部門、福祉部門、教育部門が相互に情報共有しながら、

連携していく必要があります。 

市の各部門で制度や事業の実施状況などについて情報を共有し、密接に連携

できるよう、子育て支援課が中心となり、関連施策を推進していきます。 

（2）質の高いサービスの提供 

新しい制度においては、市町村が保育所や幼稚園といった教育・保育を提供

する施設の運営について基準を定め、毎年確認を行っていくことになりました。

この確認制度の運用を着実に進め、基準を満たした運営が行われているかを確

認するとともに、利用者の視点にたったサービスが提供されるように働きかけ

ていきます。 

（3）認定こども園、地域型保育事業等に関する基本的な考え方 

認定こども園は幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労の状況など 

が第 2 子の出産や転職等によって変化しても、柔軟に子どもを受け入れること

ができる施設と位置付けられています。そのため、市内の保育所が認定こども

園への移行を希望した場合には、円滑に移行ができるように情報提供や相談対

応を行うなど、その普及に取り組んでいきます。 

また、主として 3 歳未満の子どもを保育する小規模な地域型保育事業につい

ては、現在のところ市内での実施は想定していませんが、実施の希望があった

場合には、保育所・認定こども園の定員の状況や利用希望の状況などを踏まえ

て、認可等について検討を行います。 

（4）特別な支援が必要な子どもたちの受入体制等 

新制度の基本的な考え方としてすべての家庭への支援を掲げており、障害児

など特別な支援が必要な子どもも円滑に幼児期の学校教育・保育等を利用でき

るようにするための配慮が必要となります。そのための具体的な施策、体制等

については、障害福祉部門で作成する障害福祉計画に沿って実施していきます。 
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第６章 子育てしやすい環境の整備 

１ 地域における居場所づくり 

子育てしやすい環境を作っていくためには、まず在宅で子育てを行っている 

場合に、地域で集まったり、相談できるような場所、子どもを安心して遊ばせ

ることができるような場所があるということが大切です。このような地域での

居場所をつくるために、以下のような事業に取り組んでいきます。また、主任

児童委員が中心となって市内８か所で行っている子育てサロンの活動や、母子

保健計画等で取り組んでいる関連事業との連携を図っていきます。 

施策・事業名 内容 対象 所管 

子育てサークル等

への支援 

児童センター事業 

２ 特別な支援を必要とする子どもへの支援 

特別な支援を必要とする子どもに対しては、専門的な知識や技術を持った山

梨県の機関などと連携しながら、必要な支援を受けることができるように体制

を整えていく必要があります。 

児童虐待については、発生予防、早期発見、早期対応、子どもの保護と支援、

保護者への指導と支援といった各段階で切れ目が無い、また様々な視点からの

総合的な対策が必要になります。 

ひとり親家庭については、母子家庭の場合にパートやアルバイトで働いてい

る人の割合が高いなど、経済的な面などにおいて、子育てで課題を抱えている

場合があります。そのため子育てや生活、就業などについての相談対応や情報

提供を行っていきます。 

障害がある子どもに対しては、障害の早期発見と治療が行えるように、保健、

福祉、教育、医療等で連携して、健診・指導・相談の充実を図るとともに、必

要な場合には、山梨県などで実施している広域的、専門的な支援を受けること

ができるように連携を図っていきます。 

つどいの広場事業等を通

じて、子育てサークルの

活動を支援する。 

□妊産婦 ■乳児 

□幼児  □小学生 

□中学生 □保護者等 

健康増進課 

児童センターにおいて、

子どもの遊び場等を提供

する。 

□妊産婦 ■乳児 

■幼児  □小学生 

□中学生 □保護者等 

子育て支援課 
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42 

施策・事業名 内容 対象 所管 

児童虐待防止ネッ

トワークによる連

携 

要保護児童地域対策協議

会等開催により、検討及び

情報の共有化を図る 

□妊産婦 ■乳児 

■幼児  ■小学生 

□中学生 □保護者等 

子育て支援課 

発達障害早期総合

支援事業 

臨床心理士が相談・支援等

をする中で、発達障害等の

早期発見・早期支援を行う 

□妊産婦 ■乳児 

■幼児  ■小学生 

■中学生 □保護者等 

教育総務課 

ひとり親家庭等へ

の自立支援 

自立支援教育訓練給付金

事業・高等技能訓練促進費

給付金事業 

□妊産婦 □乳児 

□幼児  □小学生 

□中学生 ■保護者等 

子育て支援課 

ひとり親家庭等へ

の相談体制の充実 
母子相談員・窓口で対応 

□妊産婦 □乳児 

□幼児  □小学生 

□中学生 ■保護者等 

子育て支援課 

ひとり親家庭等へ

の情報提供 

研修・行事への勧誘、チラ

シ配布 

□妊産婦 □乳児 

□幼児  □小学生 

□中学生 ■保護者等 

子育て支援課 

ひとり親医療費助

成制度 

非課税のひとり親家庭の

親と１８歳以下の子ども

が対象 

□妊産婦 ■乳児 

■幼児  ■小学生 

■中学生 ■保護者等 

子育て支援課 

障害児保育事業 

保育所における障害児の

受け入れを推進し、障害児

の福祉の向上を図る 

□妊産婦 ■乳児 

■幼児  □小学生 

□中学生 □保護者等 

子育て支援課 

障害児通所支援 

児童発達支援、放課後等デ

イサービス、障害児相談支

援などを実施 

□妊産婦 □乳児 

■幼児  ■小学生 

■中学生 □保護者等 

福祉課 

地域生活支援事業 
日中一時支援、移動支援、

訪問入浴サービス 

□妊産婦 □乳児 

■幼児  ■小学生 

■中学生 □保護者等 

福祉課 
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甲州市障害者等社会参加支援事業の登録状況

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
登録者数 78 92 110 108 104 107 115 123
（内訳） 障害者 48 60 75 75 75 78 81 91

障害児 30 32 35 33 29 29 34 32

1 障害別
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

身体 42 50 55 50 48 49 49 46
知的 40 44 54 58 60 64 67 70
精神 3 2 2 3 4 4 5 5
発達 0 1 2 2 1 2 5 4
難病 1 1 1 1 1 1 0 0
計 86 98 114 114 114 120 126 125

（単位：人）
２ 認定の状況

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
認定なし 48 56 68 63 54 61 71 77
障害程度区分あり 20 23 34 46 42 42 40 43
介護認定あり 12 15 12 8 9 6 5 4
計 80 94 114 117 105 109 116 124

（単位：人 重複有）
３ 利用の事由
（１）障害者

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
通院等 30 35 54 55 60 60 64 67
介護保険施設送迎 0 0 4 3 2 1 0 1
障害者施設送迎 0 1 2 6 10 6 8 10
社会的理由 14 19 21 27 49 36 40 38
家族の就労 6 12 15 15 41 23 23 25
独居の世帯 6 6 7 10 13 15 18 14
社会参加（団体） 13 17 30 26 50 36 36 41
社会参加（個人） 15 19 31 34 53 48 50 53
その他 1 1 0 0 0 0 1 0
計 85 110 164 176 278 225 240 249

（単位：人 重複有）
（２）障害児

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
通院等 2 3 2 3 7 6 6 5
介護保険施設送迎 0 0 0 0 0 0 0 0
障害者施設送迎 1 2 2 3 4 2 2 1
社会的理由 18 22 18 20 20 20 19 15
家族の就労 23 25 29 30 22 24 25 25
独居の世帯 0 0 0 0 0 0 5 0
社会参加（団体） 10 15 24 20 19 19 15 12
社会参加（個人） 12 9 12 12 13 12 14 12
その他 1 2 0 0 0 0 0 0
計 67 78 87 88 85 83 86 70

（単位：人 重複有）
４ サービス利用
（１）障害者

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
移動支援 44 57 72 73 74 79 69 80
日中一時 12 17 25 27 30 34 33 33
生活訓練 1 1 0 2 1 1 1 1
経過的介護 1 1 0 0 0 0 0 0
計 58 76 97 102 105 114 103 114

（単位：人 重複有）
（２）障害児

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
移動支援 29 30 34 32 28 28 24 27
日中一時 25 29 32 29 25 25 30 31
生活訓練 0 0 0 2 0 0 0 0
経過的介護 0 0 0 0 0 0 0 0
計 54 59 66 63 53 53 54 58

（単位：人 重複有）
５ 移動支援の状況
（１）障害者

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
有償移送 19 26 43 48 53 55 51 60
ガイドヘルプ 21 29 48 54 59 63 62 68
無償移送 15 20 21 19 19 17 20 14

（単位：人 重複有）
（２）障害児

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
有償移送 28 30 34 32 27 27 27 27
ガイドヘルプ 23 25 32 31 28 28 27 24
無償移送 0 0 0 0 0 0 0 0

（単位：人 重複有）

資料６ 甲州市障害者等社会参加支援事業の状況
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甲州市障害者等社会参加支援事業の利用状況
１ 登録者数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
登録者数 78 92 110 108 104 107 115 123
（内訳） 障害者 48 60 75 75 75 78 81 91

障害児 30 32 35 33 29 29 34 32

２ 移動支援利用者障害種別等
Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度

身体 745 1,244 1,608 1,595 1,669 1,287 619 466
知的 404 909 1,491 1,807 1,786 1,636 1,431 1,387
精神 0 0 0 0 0 0 0 0
児童 854 1,714 2,216 1,327 944 871 572 648
計 2,002 3,867 5,315 4,729 4,398 3,793 2,622 2,501

３ 利用の事由
（１）移動支援

Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度
通院等 394 762 1,088 1,190 1,215 682 339 341
介護保険施設送迎 0 0 0 7 2 0 0 0
障害者施設送迎 15 0 0 3 0 0 0 0
社会的理由 299 635 1,228 1,299 973 770 810 924
家族の就労 499 1,283 1,744 894 1,069 976 632 588
独居の世帯 0 0 0 4 57 118 242 69
社会参加（団体） 507 826 801 784 793 790 405 406
社会参加（個人） 267 466 454 456 436 476 215 196
その他 2 0 0 0 0 0 0 0
計 1,983 3,972 5,315 4,637 4,545 3,812 2,643 2,524

（２）日中一時支援
Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度

通院等 0 4 0 0 0 0 0 0
介護保険施設送迎 0 0 0 0 0 0 0 0
障害者施設送迎 0 0 0 0 0 22 0 0
社会的理由 152 274 502 489 268 911 1,604 1,193
家族の就労 1,224 3,440 3,391 1,745 2,093 2,062 2,436 2,369
独居の世帯 0 0 0 0 0 6 0 140
社会参加（団体） 0 0 0 0 0 0 0 10
社会参加（個人） 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
計 1,375 3,717 3,893 2,234 2,361 3,000 4,040 3,711

４ 日中一時支援 年齢別
（１）利用回数

Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度
乳幼児 46 0 0 5 13 5 9 3
小学生（低学年） 45 232 134 191 215 88 97 22
小学生（高学年） 48 217 214 168 103 250 408 431
中学生 152 494 779 232 38 75 109 157
高校生 37 35 172 13 27 32 161 100
その他 47 411 387 498 482 567 836 763
計 375 1,389 1,685 1,107 878 1,017 1,620 1,476

（２）実人数
Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度

乳幼児 6 0 0 2 5 3 7 3
小学生（低学年） 29 42 46 45 45 17 20 6
小学生（高学年） 15 40 43 39 21 57 70 85
中学生 20 50 46 24 8 10 34 44
高校生 16 13 19 1 5 7 31 18
その他 19 41 48 68 63 89 88 95
計 105 186 202 179 147 183 250 251

（単位：人）
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